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はじめに 
 
国と地方を併せた累積債務額は、2007年度末見込みで 773兆円、国民一人あたり約 605万
円にまで膨れ上がっている。この財政赤字の真の原因は、政府自身が「景気対策・雇用対策」

と称して赤字国債を濫発し、政官業癒着の利権の中で大規模な公共事業を推し進めてきたため

であり、その責任も政府自身にある。 
しかし小泉、安倍内閣は表面上消費税増税の意図を隠し、「官から民へ」のスローガンとと

もに「構造改革」「小さな政府」を唱え、「財政再建はまずムダを省くことが先」として公共部

門の縮小をはかり、国民負担を増やしてきた。その一環として、公務員定員の一律削減や賃金

抑制を行ない、公務員法の改悪を強行採決して押し通した。憲法や国民よりも政府・与党に忠

実な少数精鋭の公務員に支えられた「小さな政府」を実現する狙いだ。 
政府財界はマスコミを利用し、「公務員は多い」「公務員の給与が高い」という「公務員バッ

シング」を行った。特に、公共事業問題やそれと関連する政官財癒着・談合や財政の無駄遣い、

構造計算書偽造問題に見られる建設行政など建設公務労働に関する分野への国民的関心が高

まり、国民の目からは現場の公務労働者も不祥事の共犯者に写った。社会保険庁の年金問題の

不祥事も加わりバッシングの激しさは一層増している。しかし、前記の動向に対する公務労働

者側の攻勢的・有効的反撃や政策提起は十分とは言えない。 
以上のような問題意識をもって一昨年2月に建設政策研究所と建設公務関係の三つの労働組
合（全建労、全港建、水資労）代表は「建設公務労働共同研究会」を発足させ、本年２月まで

20回の研究会を重ね報告書の発行に至った。本報告書の特徴は、1,762名にのぼる建設公務労
働者と 2,249名の建設関連労働者を対象に行ったアンケート調査結果を重視するとともに今日
の憲法における公務の理念や規定を研究の基本に据えたことである。 
研究会報告書では、まず「序章 グローバル化戦略と「小さな政府」論－公務員バッシング

の理論的、歴史的背景」でグローバル化戦略とは国民国家を市場型国家に改造し、国民生活を

も市場依存型に切り替えさせようとする多国籍企業のシナリオであり、今日進行している行政

分野での「構造改革」の本質であることと現在の日本の財政危機の構造的要因を詳細に明らか

にした。これを受け「第Ⅰ部 いま建設公務職場に何が起きているのか」で建設公務職場の業

務の変遷と実態、アンケート結果に表れた職場労働者の意識を分析し、「第Ⅱ部『小さな政府

論』、『公務員批判』の背景にあるもの」で「小さな政府論」＝「構造改革」路線の背景である

新自由主義の流れを分析し、「第Ⅲ部 憲法と建設公務の公共性」で現行憲法から見たあるべ

き建設公務部門の公共性と現実との差異に焦点をあてて問題点を明らかにした。その上で「第

Ⅳ部 国民とともに憲法の求める公共性を実現するために」で現状を克服し、民営化ではない

国民生活に密着した公務労働・建設行政のあり方とこれを実現する運動の方向を提案した。 
大規模なアンケート結果に見られる建設公務労働者の意識は多様であり一律ではない。本来

国民から喜ばれるはずの自らの業務が、社会から鋭い批判に晒されていることへの苦悩や疑問

がある一方で、公共事業の現状については国民の批判的意識と共通の認識も持っている。本報

告を様々な思いを抱いている組合員に読んでもらい、職場での話し合いなどに活用し、現憲法

と国民が求める建設公務労働の実現に向け役立てていただきたい。 
 

2008年２月      建設公務労働共同研究会 
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序章 グローバル化戦略と「小さな政府」論－公務員バッシングの理論的、歴史的

背景 
 
第 1節 グローバル化戦略とは何か 
１）グローバリゼイションとは 

 グローバル化、すなわちグローバリゼイションが何を意味するか。また、グローバリゼイシ

ョン戦略を、誰が、いつ、資本主義体制再建“事業”の大仕掛けを展開をしたのか。その中身

の検討なしに、今日の「国家公務員制度」改革問題を論じられない。なぜならグローバリゼイ

ションが、様々な経路を伝って過疎地帯にまで浸透し、地域経済社会の産業空洞化、地方自治

体財政の崩壊、“限界集落”の出現、医療・年金制度の歪みや空洞化、そして市場経済原則を

国･地方行政にまで適用し、それらが有する公共性を破壊し、民間企業主体による市場化で公

共部門の事務･事業を構築しようとする。そこには国際的な国家財政、行政サービス機能の縮

小を図る国際連携政策で推進されているからである。 
実は、現代のグローバリゼイションを、いつ、誰が、なぜ始めたのか。またそれが普及した

のはなぜか。ところがこれらグローバリゼイションの根拠を尋ね、普及した事実経過はあまり

明確にされなかった。グローバリゼイションとは意外に漠とした概念のまま一人歩きしてきた

ように思える。 
 有斐閣『経済辞典』(2006年)によると、“グローバリゼイション”とは「ヒト、モノ、カネ、
そして情報の国境を越えた移動が地球的規模で盛んになり、政治的、経済的、あるいは文化的

な境界線、障壁がボーダレス化することによって、社会の同質化と多様化が同時に進展するこ

と」と記している。この規定によると、ヒト、モノ、カネおよび情報が地球的規模の太い交流

軸、低くなる国境＝ボーダレス化、社会の同質化･多様化、これらの諸現象がグローバリゼイ

ションであるという。この規定には、①商品･労働者･貨幣・情報の市場を通じた交流が地球規

模になり、②地球規模化になるこれら市場諸要素に逆比例するように国境措置を低くし、③社

会の同質化と多様化を進めること、これらをグローバリゼイションと理解している。この 20
年ほど確かに上記のような傾向が進んできた。これは事実である。 
しかし『経済辞典』におけるこの解説では、①そもそもグローバリゼイション・地球化は自

然現象と同じ“自然趨勢”なのか、②だれが、なぜ国境措置(国家による国内外の交流規制等の
壁)を低くさせようとしてきたのか、③そもそも地球化”趨勢”が出現した原因はなにか、④国や
地域社会の同質化･多様化をいうが、同質化圧力が圧倒的で、多様化が非常に弱いのはなぜか、

④グローバリゼイション推進の仕組みと考えられること、とくに世界金融市場、IMF・世界銀
行、国際決済銀行、WTOさらに EU、OECDなど各種国際機関、さらにこれら機関の機能を
各国政府に伝達する諸協定や協議体制の役割に対する言及が不十分である。この規定はグロー

バリゼイションを世界化の緩やかな変動方向、歴史的傾向としか見えない。 
経済世界に生じている国際化トレンドというならば、政府がこぞって迅速化、多角化を唱え、

「構造改革」政策を主張し、財界や企業もそれに乗り遅れまいとグローバル化を追いかけはし

ないだろう。グローバル化はもっと人為的、政策的で、誰かが仕掛けたシステム化・体制化で

あると考えられる。 
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２）グローバル戦略がグローバリゼイションのシナリオ 
同辞典は、また“グローバル戦略”を取り上げている。そこで“グローバル化戦略”では、

「世界全体を統一化された視野のもとで評価し、共通化された製品･サービスを低コストで供

給するために最も効率的な生産、供給を行うことができる拠点の設置と構成を志向する戦略の

総称」であるとしている。 
この規定の方が、問題とするグローバリゼイションに接近できる観点を示している。すなわ

ち、この記述には、統一された視野で(世界市場を)評価する手段、最高の効率実現をめざす生
産・流通等の拠点設置やその構成(構築)をキーワードにしている。地球規模の事業を一元的に
管理し、最強者(社)としての地位を実現する拠点形成、これらを担う統括機構の構築という全
体構造を規定している。“グローバル戦略”に必要な要件は、絶えず最適ビジネス・モデルを

追求すること、すなわち世界競争戦を勝ち抜く“改革”を続ける戦略を立てる。“グローバル

戦略”によれば、グローバリゼイションが世界史的“傾向”ではなく、多国籍企業化した一定

の企業集団が地球規模で追い求める世界市場対応可能な企業戦略、ビジネス･モデルのシナリ

オである。 
グローバル戦略のシナリオは、企業活動が国境の中に閉じ込められないだけでなく、国家シ

ステムが広く世界企業向きに開かれ、より一層大きなビジネス・チャンスを広げる能動的主体

が描くシナリオである。多国籍企業が描くこのシナリオには国家機能を変えようとする意図を

内包している。多国籍企業が拡大するチャンスを我が物とするために仕掛けるシステムに国家

システム再構築を同軸化する課題があるように見える。 
物的生産の戦略拠点とそれらに対応する物流・商流の情報ネットワークの構築。それが世界

的同質性を推し進める物的基礎である。その結果、逆にこの市場戦略を進める結果、その過程

で、地域特性が後退することが避けられず、限定的にしか残されなくなる。世界各地域で既存

の地域特性は変貌し、世界化する突出的な同質性とそれらの変化に変貌させられた非世界性が、

変貌する地域社会として生まれ変えられる。つまり世界化から取り残されたと思われる地域、

世界化に翻弄される地域性が異質性として浮き上がる。この変化の中でグローバリゼイション

は世界各地域の同質性と異質性とを同時かつ多様に統合するシステムを構築する。 
グローバルシステムは、国家機能レベルでいえば、国民合意を前提にした国民国家の諸機能

を柔軟かつ弾力性をもつ法的・制度的国家に組織し、議会機能を介して行政運営原則を、国民

国家機能から外して、多国籍企業が必要なグローバルシステム国家に変調させることを要請す

る。短絡的にいえば多国籍企業が、世界市場運営へ国民国家(行政)機能の同軸化を強く進める。
これがグローバリゼイション、すなわちそれは地球戦略を取る多国籍企業によって、金融・商

品等を世界標準へ規格化し、同時に世界共通の取引市場運営の原則を採用させることである。

これら世界標準化と市場運営原則を国民国家に採用させるまでには、情報・通信システム、企

業組織・環境等に関する世界標準(ISO)、知的財産の取扱基準等々に彼らの世界標準設定を促
し、現実にこれら諸要素を世界市場化するとともに、これらを支える新経済哲学、新市場思想

を国家機構や運営にも体現させる。多国籍企業のグローバル化戦略は、彼らの標準を世界の国

民国家に押し広げ、普遍的世界戦略を国家政策思想にまで投影させようとする。多国籍企業が

追い求める国民国家戦略、それは上記のようなグローバル戦略が構築する多くの世界戦略の枢
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要な一環に位置する。 
 以上の点で注意すべきことは、グローバル戦略が地球化する世界経済に便乗した戦略や企業

が最大利潤を求めて描いた空想的願望に基づいて構築された観念的世界観ではない、というこ

とである。観念ではないどころか、それは地球社会化、世界化市場を射程に入れた多国籍企業

ないしその集団が企業の経営資源、すなわち商品・サービス等やフランチャイズ経営展開に見

られる経営組織運営とそのエネルギー発揮の形式、企業活動における地球的様式を“自己創造”

する、という現実的土台に根差している。市場原理主義とは、この世界市場化の土台の上に築

かれた市場機能を、経済合理性が体現した神であるかのように取り扱う。世界に向けて市場機

能こそ世界理性の“自己実現”として押し広げようとする。とくに、世界市場化を進める多国

籍企業の行動原則に従い、世界の隅々にまで諸国の国家機構・機能を多国籍企業活動における

“自己組織”へと同化させることをめざす。この行動は、歴史的にかつてなく強力に、またこ

れまでと異なった世界市場化機能に見合う国家の構造や機能の再構築を進める。 
多国籍企業が取る経済社会的“自己組織化”力はその成長とともに、グローバル化に対応し

た国家を巻き込み、現実の市場経済組織を動かす。グローバル戦略は、多国籍企業組織とそれ

ら存在に同軸化された市場と国家の双方の機能に対して「構造改革」運動を仕掛ける。国家機

能は、国民国家では最終的に国民への公共施設などの物的装置、さらに行政サービス等による

作用を意味する。グローバリゼイション下の国家機能は多国籍企業への公的効果測定にそうよ

うな評価基準に沿う形に移行している。 
 すなわち、多国籍企業経営は、自己の姿に似せた“自己表現”を世界市場化に向けた「構造

改革」政策として、国家組織や行政運営を彼らの価値基準でルール化しようとする。この過程

は、国民主権国家が有する人間優先、労働・社会組織を基礎にする国家行政の機構と機能を、

世界市場化に向きに「改革」することを課題とする。国民主権国家の機能・機構を多国籍企業

型へ「改革」することは、国民生活、勤労者の生存基盤を掘り崩してでも多国籍企業型国家に

国家行政の組織・事業を改変しようとする。国民を基礎とする社会経済に従属する“内国”市

場、“内向き”市場に基準を置く国民国家・国民経済型の国家行政機能では、多国籍企業の活

動には障害となる場面が生じる。この障害は多国籍企業に受け入れ難い市場の与件になる。 
ただし、市場原理型国家像は、ファッシズム型国家と異なり、国家が強権的で国民に直接思

想改造を働きかけるのではない。逆に、多国籍企業が直接各国国民に思想改造を可能にする装

置を利用して世界市民に接近する。基本的に市場システムを活用するビジネス・事業を通じて、

納得づくで、細かくは契約行為を介して浸透する。その仕掛けは、人工衛星・インターネット

とそれらを運用するプロトコルを世界共通言語とし、世界標準を活用すれば電話線がない地域

でも起電装置を活用して世界中にアクセス路を構築する。ディズニーランド、マクドナルド、

ビッグ・スポーツ・イベント、グーグル・ヤフーなどの検索システムが役立つのである。 
多国籍企業は、世界企業的事業のなかからヒーローを選び、巨額の報酬を与える。地球化、

グローバル化がカネになる実例を提供する。無国籍型の文化・芸術・スポーツを提供し、世界

化し、これらに多数の国民、市民を動員し、興奮の渦に巻き込む。マスメディアを運用し、世

界中から秀才・英才を集中し、教育機関(大学、研究機関)、芸術・文化などにおいて“世界市
場”機能に英才を動員する。無国籍化した文化・芸術・スポーツは、メディアを動員し、ヒー
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ローが国民国家の構成員に刺激的に働きかける。その映像や電波仕掛けで世界共通に生きた体

験の機会をあたえる。国民は、日々の体験を通して多国籍・無国籍国家が、国民国家を変革可

能な対象に相対化し、新しいヒーローを描いて見せる。人間自体の生活、文化、欲求充足志向

に合わせ、競技場、劇場、映像をふんだんに、安く享受させる。これら体験を通じて国家に頼

らずに多国籍企業(国家)に順応しても安心だと認識させる。国民国家を変革対象とするように
試みる。すなわち、日々選択可能なこれらの多くの体験を、繰り返し記録させ、記憶させ、多

くの機会を利用して記憶に刻み込み、摺り込んで、これらの体験を経験に昇華させる。現代世

界の多くの文化・芸術・スポーツの興奮を通じて、多国籍企業はグローバル化世界に国民国家

を同質化させる。その成果品が世界の商品、世界イベント、世界スター、世界キャラクター、

否、地球商品，地球イベント、地球スター、地球キャラクターの登場である。これら地球型事

業の出現こそ多国籍企業が支配するグローバリゼイション戦略の“成果”を象徴し、実証に見

せている。 
グローバル化企業は、かくしてその組織と機能の合理を世界に投影させようとする。同時に

国民国家を多国籍国家型に“自己組織”化させようとする。世界規模で事業活動を行う企業組

織の合理性を幅広く拡張すべき組織だと思い込ませる。つまり多国籍企業は自己に似せた世界

を、国民国家の機能や制度の再構築を試みるだけでなく、その支持基盤を大衆の中に構築する。

そこでは世界化への仕組みを有料化し、低価格化を繰り返しながら、“市場”力で国民国家再

編のシナリオを現実の状態に引き寄せようとする。 
３）グローバル企業にとっての国家 
多国籍企業が追求する国家改造努力の行動シナリオを誰が描いているのだろうか。このよう

な構想は、市民や農民、中小企業家など国民国家を実質的に支える人々が描くシナリオではな

い。多国籍企業、グローバル企業ないしはその連合体を担う“人財”集団である。この“人材”

集団は、労働・勤労に基礎をおく企業の人材ではない。多国籍企業組織と事業、とくに金融・

保険・知的財産事業に関係し、その行動に関わり、この事業遂行過程でエイジェンシー関係に

根差した専門家・労働者個人を多国籍企業自体を一体化し、多国籍企業の“自己実現”を果す

“人材”集団である。彼らは必ずしも資金・資本の所有者ではない。むしろ巨額資金を“資本”

に組織化し、転換できる地位や役割を演じる金融機関の専門家、さらに金融機関から資金を提

供されるファンド・マネージャーやこれら活動に介在する法律、会計、知的財産権、技術分野

などの専門家，専門機関、研究組織の担い手である。大衆の資金を“資本転換”する組織を運

営する。この“人材”集団は、多国籍企業・多国籍銀行などの金融機関と一体となった関連機

関、国際会計事務所、格付け会社、それらで働くアナリスト、投資顧問会社やコンサルタント

などの集団である。これら“人材”集団行動が複合化して、事業の組織と運営をマーケット・

メカニズムにネット化し、企業活動やそれらの一部である市場“評価”(この評価自体が実態を
前提とした客観的評価ではなく、金融市場を“拡大・発展”させる“資本増殖ゲーム”に世界

から資金を結集するペース・メーカーである)を進め、世界から資金流入をはかり、これら資金
を資本として市場化・組織化し、運用する。 
だが、資金の資本への転換(者)は、ときに M&A をはじめ、企業そのものを売買する“ビッ
グ・ディール”(企業自体の取引、分割して売買・切売し、合併・業務提携など多面的に取引す
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る)、特別目的会社などのプロジェクト・ファイナンスなどが業務である。「構造改革」政策は、
これら事業に伴う行為を、国民国家機能の改革によって活用し、そのうえで多国籍企業の事業

活動を合法化する政策改革に他ならない。それら事業分野の拡大が、多国籍企業という地球規

模で活動する多国籍企業が追求する効率的行政機能、市場原理主義国家像である。 
その意味で日本の中央省庁等改革基本法は、法制化の目標自体が市場原理主義に立脚し、市

場原理主義に基づく「構造改革」作り、世界市場システム「改革」への国家目標である。今日、

日本で試みられている新市場の構築、新型国家「改革」は、あまたの「構造改革」推進政策プ

ログラムに連なる政策なのである。だが、このプログラムは簡単に“大通り”を歩めるわけで

はない。それは国民国家、市民社会という法治国家体制の下での意思決定機構「改革」から出

発しなければならないからである。以下で、若干の論点に触れておこう。 
① 多国籍企業と近・現代国家との基本関係 
 多国籍企業が、その事業計画を円滑に実現させるように国家行政を「構造改革」するに当っ

て、強敵または打ち破り難い“抵抗勢力”がある。それは、近代社会を構築してきた国民国家

における“国民”である。国民国家は、多国籍企業にとっても自らの“育ての親”であったし、

いまでも預金、社会保険基金など“巨額の資金の出し手”、最大の出資者であり、重要なステ

ーク・ホルダー(利害当事者)の位置にある。グローバリゼイションは近代国民国家の中から生
まれて、育てられ、国民国家と対立するに到っている。その経過をたどることは、今日の事態

を考察する上で解明すべき重要な論点がある。ただし、この検討作業では最小限の指摘にとど

めざるを得ない。 
国民国家体制は、そう意識した国民が築いたわけではない。しかし、地中からわきでるかの

ように、封建制度のくびきを断ち切り、共同体社会における共同体所有を基礎にした定住法、

世襲制をはじめとする共同所有型所有制を基礎にした封建社会の体制的・法的機構を打ち砕い

た。このスタートは、市民革命過程を経て、市場取引、土地利用、人と商品の移動に関する封

建的諸制約、生産と消費の共同所有型所有制に換え、資本主義的・排他的私的所有型所有制を

基礎とする国民国家体制を敷くことになった。 
国民国家体制は労働に基づく個人所有制を基礎にしただけではない。同時に、労働に基づか

ない資産所有も容認していた。そのため、労働に基づかないストック所有とストックがもたら

す増加価値所有をめぐって生産手段所有階層と労働力所有階層との間で、基本的に資産保有階

層の所得と労働に基づくフロー稼得依存階級という社会階層とに分離・分解された。近代社会

は、資産所有を活用するストック階層と社会的生存条件の根源を担う労働するフロー階層とに

二分された。 
封建的収奪体制から資本主義的搾取体制に転換したものの、近代社会は二分された階層社会

構成体となった。共同体社会は資本主義的私有制へと変質した。だが、旧世代から継承した近

代社会は、階級社会ではあり、同時に市場を介した近代社会の個人主体は、封建社会と異なる

政治的自己主張可能な、形式的な民主主義的国家の出現と合わせて、排他的な個人所有体制を

ストック所有性と同居させた。生産手段所有者に労働の成果物所有を帰属させ、資本主義的所

有制度を確立した。したがって他方でストック階級とフロー階級との対立を内包する階級共存

国家を“国民国家”に許容した。 
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したがって、国民国家は労働とその成果物の所有制をめぐる対立を内包している。そのため

当面、国民国家における民主主義制度下での“対話型協議”体制、すなわち、議会(立法)・行
政・司法の三権分立型国家体制で、この対立・抗争要因を体制内化したまま、運営された。そ

の国家的基礎は地球空間全体ではなく、地球各地に分割され、国境をめぐらした国民国家体制

という地域限定の社会体制であった。その体制下で運営されてきたのが国民国家諸制度であり、

国民経済を基礎とした市場であった。市場の機能・機構もこの地域限定の国家体制内に従属し、

定着してきたのである。 
国民国家は、この体制下で市場機能を掌握する強力な国民国家権能を有している。だが、こ

の権能には、厄介な手続きを要する法制化過程を伴う。すなわち立法に基づく行政諸規制が存

在する。これが一般的な基本ルールになった世界である。地球市場経済が成立しているとはい

え、国民国家は現在依然として上記の基本的国民国家制度における運営上の制約下にある。 
すなわち、一方で近・現代国家機構が有する国民的民主主義を反映した行政組織を有する。

それゆえに国家は、立法に基づく国民経済・国民生活に資することを前提に市場経済の育成・

発展、企業の存続・成長を許容・推進してきた。しかし、他方で立法・行政・司法機関とそれ

らを機能させる手続き、運営経験を歴史的に“蓄積”してきた。それが国民の社会意思形成の

明確な立法過程として法制度化した。このなかで社会政策、社会保障等の国民の生存件を国家

体制として認めさせてきた。それだけではなく、社会権、労働権のうえに生存を可能にする社

会・労働の諸条件を基礎とした市場規制を法制度に築きあげてきた。ここには市場とは社会に

従属する明確なメッセージが示されている。 
階級社会ではあるが、近代国家は政治体制とは別に経済体制でも国民経済の結節機能を果た

す市場、民主主義に立脚する国家規制を承認する国民・市民の原点から国家制度に対峙した市

場機能を保持してきた。それが国民国家を担う労働者、国民を主権者とした国家の経済的、法

的な基礎構造、法的インフラストラクチュアーの基本的仕組みであった。 
当然、日本の戦後憲法体制もこの範疇に属する国民国家である。ただし、日本では憲法第 9
条や旧世代の国家官僚制を引き継いだ国家公務員制度など、本来憲法規定にそぐわない多くの

現実が存在する。日本は一種の“捩れ国家”である。この事実を捨象することはできない。こ

こでは触れるだけに止めよう。 
国民が生存(権)を前提にして国民主権国家のなかに、国家機構を構成する議会、政府、司法

諸機関、さらに一定範囲で地方自治の領域に国民参加方式を広げ、このルールに従う限りで、

市場およびその主たる国家活動組織として企業存在が合法化されている。企業の存在は、必ず

しも円滑にではなく、しばしば嫌々ながら支配階級・階層を社会的圧力で妥協させ、結果とし

て企業の存在とその形態が多様性をもった存在でもあった。 
② 国家と企業との組織性の基本的相違 
国民国家は、この限定的な体制内で、国民と市場を支配する株式会社組織にも多くの運営機

構を発展させてきた。国民国家は国民主権を基礎にする以上、国家意思を選挙等で決定できる。 
だが、経済組織はこれと大きく異なる。企業は特定の利害集団の経済活動組織であり、その

基礎は企業を組織する社会構成員が企業を存在させ、運営内容を決定し、運営に当る経営組織

を仕切ってきた。すなわち、企業組織は出資者による共同組織(company、すなわちラテン語
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の com=「ともに」、panis=「パン」、ion＝「ともに食事する友だち」、すなわち日本語にいう
“同じ釜の飯を食う”仲間組織)を立ち上げた。その組織は、徐々に封建的共同所有制を希薄化
し、法人組織という「擬制」ないしは「人的権力を実体とする経済組織」を社会的に承認させ

た組織である。すなわち国王、領主、教会、領主等、支配権力にその存在を認知させた。経済

活動組織の成長に対し、国民国家は国民経済、国民生活向上に繋がることを前提にその組織を

容認し、支援したばかりではない。むしろ法人組織に対する大きな法的地位と権能を与えた。

経済組織、すなわち現代では株式会社やその複合体である持株会社の企業連合体が国民国家運

営とは異質の運営原則をもち、国家規制から相対的に自立した組織運営を展開し、国民国家に

大きな影響を与える地位に上ってきた。 
株式会社は、株式化された有形・無形の資産を基礎に運営される。それゆえに、株式会社運

営は資本の量的出資の多寡、有価証券保有者に優先的、基礎的運営権限を付与することを原則

とした。その原則に則り、資本の出資者は専門的経営者に運営を委託し、資本規模増大のため、

すなわち私的事業活動に雇用者形態による労働者を大量に動員した。人間の歴史はすべて労働

を基礎にする社会ではあるが、人間的労働が貨幣の量的拡大を動機にすると、労働が基礎であ

る社会は、私的労働が同時に根源的社会的労働と重なり、所有制度、失業と貧困に対する対応

策の経済的基礎を国家はどのように対応するかなど、国民の生存権をめぐって、大きな捩れ現

象が生じている。福祉国家や市場原理主義国家などの政策対応の違いに問題の根源が表出して

いる。 
資本主義的社会では、労働の成果物は所有制度の根源から見ると、労働するものに帰属する

制度が妥当に見える。だが、現実には労働を組織する企業組織が、労働の成果を生産における

生産手段所有制を介して擬制的、専制的に所有する制度に転換する体制をとる。労働の役割の

根源からこの所有制度を評価すれば、一種の偽制的所有制という評価が可能である。それは企

業組織、会社制度を擬人化し、法的に法人を介在させたことも、そもそも一つの矛盾であった。 
この矛盾を内包した体制のうえに、出資証文を株式として発行して資金を吸収して資本化し、

株式取引を市場化した。株式出資を募ったときに出資者は株式市場でその価値増加を図れる特

権をえて、新たな市場(株式市場)として普及させた。20世紀にはいると労働者にも株式市場を
通じた株式所有、すなわち搾取される者が搾取する権利書でもある株式所有者に連なることに

なるという新たな“ねじれ現象”が普及した。その結果、企業活動は、明確な効率(利益率、時
間当り利益量)基準に結晶された。これらに加えて、イデオロギーおよび実利としても国民国家
の基礎を担う労働者国民の小さな資産・資金を、市場機能への直接組入れる道を押し広げた。

これが資本主義体制に大きな延命作用をもたらした事は認識しておかなければならない。 
これに比して現代国家は、株式会社のように単純明快な手法で国民意思への国・地方の行政

が担う事務・事業体制を結集できたわけではない。現代国家は様々な政策評価手法が開発され

つつある。とはいえ、株式会社の運営・評価のために開発された手法が、効率性を基本的評価

基準にし、その適応範囲を拡大するようにさえなってきた。ただ、国家は企業より複雑系組織

である。国家意思の決定には多くの手続き、手間暇を要する。国家組織も政治、社会、文化そ

して世論に支配され、生まれては消え、変動常ない“大衆”・“人民”のなかで活動する。それ

が国家である。そこでは逆に国民も、国家制御手法に通暁しなければならない時代になってい
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る。だが、国家自体もその事務・事業に任用された公務員の活動を通じて、国民に良き国家た

るに至る道筋の探求が求められる面がある。日本においてはこの要素がとくに国民国家たる実

を付与する重要な改善課題となっている。その視座を延長し、戦後日本の国家公務員を組織化

した労働組合の強力な存在は、先進国でも評価できる力量を有し、国家機能の国民国家維持機

能に大きな作用を果たしてきた。 
③ 国家自体の多面性と多国籍企業 
国家はまた、一方で公共調達という大きな市場形成主体でもある。すなわち、国家は市場を

通じて企業、とくに多国籍企業にさまざまな影響力をもっている。現実の市場行為の中で国家

は企業に市場行動規制が直接可能である。その根拠は国民国家の基礎にある国民意志の統合と

付託に基づいて構築された権力に基づいている。 
それに比べて世界市場に活動する多国籍企業は、さまざまな特性を持つ国家と対峙し、事業

目的の最効率化を実現する目標に添う“国のかたち”を追求する組織になってきている。国民

が政治的統治機構の基礎にあるとはいえ、大衆社会化した社会における国民国家を多国籍企業

が主導する市場社会の機構を通じて“制御”・“統御”する仕掛け(マスメディア、広告、マーケ
ティング)で、その活用の方途を探る。グローバリゼイションの流れが、多国籍企業、多国籍化
資本の主導により、“新世界の構築”方策を促進する。そのために彼らから見た国家機能の立

ち遅れ、費用・便益における非効率性を発見し、「改革」の名において「改革」を提起して国

民国家という性格を希薄化しようとする。 
これら「改革」では、国民のイデオロギー自体を市場依存に変質・転換させようとすること

に大きな特徴がある。多国籍企業は、国家・社会の制度・政策を証券化、債権化するなどを“新

商品”として開発してきた。この手法は、主として債務の証券化手法で、債権を市場型商品に

して大量に市場に供給し、国家でない、市場によるバブル化する市場、バブルをリレーする“再

配分機能”と思わせて、債務者をも消費市場に組織化し、国家の事務・事業の資金的市場を“深

耕”し(PFI 事業方式の普及など)、国家機能を企業原理、市場原理に同軸化する。さらに同軸
化した国家行政機能を通じて、国家を国民国家・国民経済を多国籍企業が求める市場型国家に

転換し、これによって国民生活を市場依存型に切り替えさせようとする。これが実現すればよ

り大きな世界市場構築、多国籍企業が目指す最終ゴールとしての“市場原理優先国家”が見え

てくるのである。 
 これら多国籍企業による国家改造の試みは、“グローバリゼイション主義”の世界化、すな

わちグローバル化戦略の基礎的な目標と目標達成手法の開発である。この点で現代国家と多国

籍企業とは 20 世紀初頭からの帝国主義国家体制とは明確に異なる。帝国主義は他の国民国家
を吸収、直接支配し、国民国家を合同・統合する。これに対してグローバリゼイションは多国

籍企業が主体であり、国民国家を消滅させない。国民国家機能を世界規模で緩め、狭め、縮小・

希薄化する共通の動機を持つ。この目的達成に向け、国家行政組織と機能を縮小し、多国籍企

業活動が国境障壁を越え、浸透しやすくする。国境措置が小さくなれば、たとえ強い国民国家

を支える国民がいても、多国籍企業にとって国民国家的機能は小さな問題にしかならない。国

民国家が多国籍企業によって「規制改革」される結果、部分的国民国家機能に狭められる。こ

の国民国家部分が“小さい”国家ほど、多国籍企業が“選ぶ”というより、より“よい国家”
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と評価する。 
この多国籍企業への障壁が“小さな”国家へと改造する戦略構築の視点からは、巨大企業集

団を任じる経済団体連合会が、財界労務部の役割を果たしてきた任意団体であった日本経営者

団体連盟を吸収して、日本経団連に組織替えされた。より強力な企業集団の意向に沿い、多国

籍企業、とくに金融市場を先頭とする世界経済をグローバリゼイション推進に同調する日本国

家“改造”に乗り出したのである。そこにある国家改造思想は、行財政改革の名において「中

央省庁等改革基本法」に集約された。この「中央省庁等改革基本法」に 1980 年代初頭から試
みてきた世界的規模で連携した新自由主義による現代国家改造運動の橋頭堡を築いた。 
「中央省庁等改革基本法」を成立させた橋本内閣は、日本経済の景気対策を無視して「財政

構造改革法」成立に漕ぎ着けたもののの、多国籍企業化した日本企業における企業戦略と、景

気政策との効果的協調という機微は理解できなかった。そのために橋本内閣は瓦解し、短命な

森内閣を経て、小泉内閣「構造改革」路線で軌道修正し、より強力にグローバリゼイション国

家への変質の実行体制を敷いた。小泉内閣は景気回復を目指すとともに、「改革」は不況を導

かないという経済政策における市場波及効果が現れるまでの時差を利用し、いわば“時間差攻

撃”という“幻覚”手法で、現実に政治的な成果を獲得した。すなわち、それがヘッジ・ファ

ンドの影響力による金融・資本市場のバブル的活況、アメリカの IT バブル後の“後継商品”
である住宅融資証券化による長期バブル政策を選択したアメリカの住宅バブル。およびそれに

便乗した輸出最優先の経済政策で「構造改革」政策の欠陥を“偽装”した。小泉「構造改革」

は世界的な、長いグローバリゼイションの夢を見る期間の中で生じたことを再認識する必要が

あろう。 
４）多国籍企業に“選ばれる”国家論の登場 
多国籍企業による新国家思想登場の歴史的段階をどのようにとらえることができるだろう

か。少なくとも多国籍企業による国家評価、すなわちグローバル資本の視点から国家機構やそ

の機能を企業活動に即して現代国家に対する市場発、多国籍企業による国家の“品定め”が行

われている。 
この“品定め”は、市場が企業を評価する手法を、現代日本国家に適用する試みである。国

家運営の側にも資本に“選ばれる”国家を目指す政治指導者が組織される。多国籍企業を崇拝

するスローガンは、「世界企業が“選ぶ国家”になる」ことである、というスローガンを掲げ

る。このスローガンこそ多国籍企業が目指す国家像、グローバリゼイション国家像を端的に示

している。政府自身が、政府の手で、政府によって多国籍企業が目指す国家改革の目標設定＝

グローバリゼイション国家のスローガンを実現してくれれば、それは理想である。 
この哲学、政治理念で、世界企業に“選ばれる国”を構築でき、国民自身が意識を変え、そ

のうえ「構造改革」政策について来てくれるならば、それこそ理想郷である。多国籍企業が、

世界を変える技術的手法を駆使して、この「構造改革」政策を信じる国民に政府が思想改造、

意識革命ができるという実績。それは多国籍企業が目指す国家運営に関する歴史的成果となろ

う。これができれば従来の国家理念では気まぐれな国民を御し得ない新規性と異質性を持つ実

験が成功理に運ばれた事例になる。 
 多国籍企業のこの世界戦略は、多国籍企業の国家改革戦略の思いつきで生まれたのではなく、
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改革を進める物理的基礎、社会的潮流の形成とそれらを基礎にした多国籍国家形成の政治集団

の確立を待って初めて可能になる。そこではじめて世界化戦略を展開できるし、また展開しな

ければならない条件の出現でもある。というのは何よりも 20 世紀末期に生じた金融世界にお
ける構造変化、世界資本主義の体制的危機とその克服策が秘められている。過剰流動性、過剰

化した資本が生む投資先なき利潤機会喪失の危機とその克服策として多くの実験、革新政策と

が込められた金融世界の改革運動がある。では危機克服条件とは何か。 
 
第 2節 グローバル戦略推進の主体である多国籍企業は国家機能をどのように設定するのか 

―体制的機克服の展望をもって― 

 資本主義体制は市場に生じる需要過剰には強い対応力を持つ。需要超過は、市場バランスに

供給量が需要量を下回っていることである。その条件下では市場が拡大する潜在的可能性を有

している。潜在需要に気づくと、供給者は競って投資し、市場拡張をはかる。一定期間の後で

市場拡大をめぐる企業間競争が生じる。市場拡長競争期において、企業競争では企業は投資に

関して積極的投資行動に出る。結果として投資が投資を呼ぶ活況気が生れる。資本主義市場は、

国民経済規模における民間最終消費の市場規模を超える生産財・消費財生産手段および公的部

門への設備投資が合わせて進む。すなわち、一定の時期において(そして外国市場が拡張すると
一層独自に)国内最終消費を上回る以上の供給力が生じ、しかも過剰生産に直結せずに一定期間、
経済成長を進行できる。それが異常な成長を実現する活況状況が造られた時期である。 
不足する需要に向け、価格・コスト差をめぐる競争を軸に企業運営に設備、労働力等を調達

する努力が注がれる。この事態では投資に失敗する可能性は少ない。日本で典型的に示された

ように、相対的に企業業績が良好な時、成果獲得は容易である。このような活況期に国の財政・

金融政策は、成長促進体制をシステム化する。しかし一つの落とし穴がある。過剰生産期に入

ってもこのシステムは生き残ったことである。とくに、供給力促進、国家の事業、なかでも資

本蓄積支援の公共事業が先物市場と同様に需要“先食い”システムに転形してしまう。市場に

溢れた商品は、世界輸出市場に流れ込み、世界価格競争と国内でのカルテル行為が蔓延し、行

政指導名目で公正取引を隠蔽する。 
この問題に関する政策的課題は、市場で需要を上回る供給力が生じるときに、すなわち過剰

供給期における経済政策である。経済成長軌道に合わせた量的調整をするか、成長軌道自体を

質的に転換するか、いずれかである。市場が供給不足状態では供給能力強化は容易であること

はすでに述べた。それと逆に需要不足期には、在庫拡大・価格低下、失業増加、事業リスク回

避の困難さ、信用の萎縮等が現れる。資本主義市場は、買い手がつかないとき、とてつもない

危機的状況が生まれる。たとえば、本来一定の事業活動に投じられた資産の価値表現である株

式も、買い手がつかないとき、株価は無価値になる。言い換えれば株式市場にクラッシュ(暴落)
に陥ると、資産価値がある企業の株式でも株価に価格がつかず、実質的にゼロ評価となってし

まう。株価は、実は擬制価格なのだが、それが擬制価格ではなく、正式な市場価格として扱わ

れるべきこととの間にいくつかの矛盾が生じる。もちろん株式価格が価値以上に上昇する場合

もある。だが、価値以下の状態の特異な事態では、市場機能の停止を意味する価値破壊、価格

破壊現象にとなる。それは異常現象だが、市場取引ではこの価値破壊リスクを分散はできる。
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だが、リスクをゼロにはできない。それがリスクのリスクたる所以である。それは少ない可能

性なのだが、起こり得る事態である。市場自体はこのリスクを解消できない。しかし、リスク

を分散はできる。これが今日、グローバル化した市場取引システム、グローバル・ビジネスの

基本にある。 
 起点をどこに取るかで論議は分かれようが、資本主義市場が現れてからほぼ 200年余が過ぎ
ている。この間に資本主義が歩んだ基本的傾向は、投資効率の向上を図る努力であった。だが、

一方では、投資向上を目指すときに生まれるリスクの拡大は避けられないし、リスク自体が増

大する。それどころかリスク拡大がビジネス化され、金融、保険などのサービス産業の拡大を

促進する。 
グローバリゼイションは、獲得する利益も大きい。だが、同時にそれに伴うリスクもまた大

きくなる。投資効率市場主義で活動する世界化した多国籍金融資本は、金融資本が需要以上に

資金供給できる。そこでは金融・投資市場において上記で述べた金融・投資リスクをどれだけ

拡大または減少するか、それを踏まえて金融商品開発とともに新市場化戦略策定に課題の中心

を移し、流動化させてきた。 
投資に限らず、一般的に企業経営は、事業リスク、投資が失敗する可能性を消すわけにはい

かない。企業活動は、この消せないリスクと向き合わなければならない。リスクを消せない以

上、投資規模の拡大は収益率向上とともに、その裏側にリスク減らしがいまひとつの中心課題

になるからである。かくして生まれたのが証券・債権取引市場、保険市場などであり、これら

金融商品市場拡大を基礎にした金融・投資商品が開発され、取引が拡大したのである。したが

って現代資本主義の基本傾向には金融・投資商品の多様化とそれに対応して実体経済に無関係

に金融・資本取引が膨張してきたのである。換言すれば収益とリスク回避と表裏をなすリスク

分散商品が開発され、販売されたのである。 
加えてこれら収益増大とリスク分散とを同時に商品化し、商品取引のセイフティネット・シ

ステム開発が行われてきたのである。時間・空間を多様に活用した多彩な金融商品を登場させ、

金融市場は急速に拡大した。ただ、金融市場には実体経済と係わらない金融市場の「自律」的

拡大が可能であるかに見えた。金融資本間では、巨額の資本・金融商品取引が拡大し、一般に

売却された。時間と空間の時・空差を利用した先物取引、リスクヘッジ商品が束にされ、多様

なデリバティブ商品の“トランシェ(魚やケーキなどの「切り身」を意味する)”が現代資本主
義の新しい歴史的階梯を示す商品として現れたように見えた。それが 1990 年代以降の資本主
義市場における金融市場の急拡大の内容である。 
多国籍企業のこれら対応はどのように可能なのであろうか。その対極にある世界資本主義の

危機はどのように変化したのだろうか。その検討は、そもそも企業中心の資本主義の基本的発

展動向の基礎にある企業組織機能を概観しておかなければならない。今日では、企業中心の資

本主義市場原理主義に至る経過を見るに際しては、そもそも資本主義の中核になった企業活動

が「株式会社」形態へ転換した意味が再考されなければならない。 
 単純化していえば、現代企業経営の基本原則は、ほぼ 19 世紀初頭に定められた有限責任制
に出立しているが、しかしそれは東インド会社成立などの株式会社の歴史的形成と次元を異に

する。今日、株式会社は、新しい会社形態の時代が出現したと見なければならない。というの
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は新しい企業組織に加え、生産者協同組合、労働者協同組合等、多様な会社概念(＝法人形態)
時代と重なる。しかし、歴史的産物である企業形態発展の中心は、何よりも国家による企業形

態＝法人の法的承認に基礎を置いている。この事実に着目しなければならない。 
すなわち、現代企業の基礎は、単なる会社形態が有する効率性、優位性による発展ではなく、

何よりも①経営者、自営業者、労働者、遊休資産保有者などの投資・出資者を区分する社会的

認識が拡張され、それらが紛争に関する判例なども含めて法的に承認されたこと、②個人が特

定目的で集団を構成し、自治的に運営規則を定めるとき、特別の法的権限を必要としないでも

会社組織を設立できるようになったこと、③有限責任概念、すなわち株主は出資した金額内で

債務責任を持てばよい等、株式会社運営の諸原則の確立である。 
これらに示されるように株式会社は、国家よって多元的存在としてのビジネス組織の法的地

位が容認された近代社会が生んだビジネス組織である。別の角度からみれば、事業に適する自

治原則に添い原則的にビジネス組織として一気に活動領域を拡げた。会社組織では株式会社が

容易に創出できるようになった。これは経済活動における契約行為として生じるリスクを承認

する。そのうえで事業拡大にむけコスト節約、プロフィットの拡大可能性を拡大する制度環境

が整えられた。 
 しかしそれは序曲に過ぎなかった。有限責任組織の法的承認とそれらに促進された株式会社

組織の拡張が着実に進んだ。経営と組織のあり方にも個人企業から国有企業などにまで多様化

しただけではない。株主と雇用者との区別はもとより、企業保有資産として投資資金額の膨張、

技術やブランド等の知的財産まで取扱う商品・サービスの多様化と取り扱い法規が整備され、

一大体系として会社法分野に押し広げられた。また、所有と経営の分離も進み、それが企業間

関係を多様化、多層化した。企業間取引の対象と取引形態は多様化し、複雑化し、取引対象と

その形態は複雑・多層な企業間関係、市場関係に展開した。 
それとは逆に企業形態の多様化とともに、事業内容とその推進方法が複雑化し、一般の国民、

市民には不明な事業領域が広がることとなった。市場のステークホルダー(利害当事者)であり
ながら、市場情報を企業から入手できない階層が増加する。専門的職業、信用を供与する金融

機関やそれら取引仲介者によって情報が囲い込まれ、いわゆる情報の非対称性(不平等性)が広
がる。市場における会社の地位はかつてなく強くなった。 
しかしそれも国家の承認の下、格付け機関などの専門会社で公共制を有する会社組織が国家

の監督権限を委譲された形で取引における「情報の非対称性」(不均衡性、偏り)を減じる機能
を持つ。そういう仮想組織を事業主体に承認し、今日では事業評価業務までが新事業と化した

のである。この間の事業形態進化を国家行政の基礎にある公共性に基づく承認(いわゆる行政の
許認可が市場においては行政が一種の“裏書”行為＝信用保証と同列に扱われる)を求める等の
やり取りの中から、株式会社は国家機能の一部である事業行為に関する事業方式の認知、承認

等の形で、企業活動が国家行政内部に深く浸透してきた。それにつれて法的契約関係を通じた

国家機能を再構成し、公務やその機関の事務・事業を市場化する情報や手段を獲得していった。 
すなわち、今日企業は、国家の事務・事業領域にまで浸透することが可能になったのである。

企業は逆に、金融・保険制度、市場組織等に関する公的機能を会社組織が担いうるし、事実、

部分的だがかなりの領域を担いつつある。この現実が、国家の事務・事業の部分も企業が担い
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得る実証と考えられるようになる。もちろん、この事実は新発見ではない。たとえば、中央銀

行に関しても、現在イギリスのイングランド銀行はかつて民間金融機関であった。国王へ戦費

の巨額調達、今日の用語でいえば国債引受業務を通じてイングランド銀行は一国(ただし国王と
いう人間)の財政機能を独占的に担った。その役割が評価され、中央銀行の通貨供給独占権を果
たしたのである。この事例に示されるように、中央銀行が担う金融事業における公的機能は、

国家の貨幣発券行為までを含めて民営金融機能を国家機能として同軸化した。この事例には民

間金融機能を国家が抱え込んだとも見られる。このように歴史的には早くから官・民交流、つ

まり官・民間の取入れ・取込み関係が見られる。今日でも歴史的には見ればその延長線上にあ

るといってもよい。 
それは、港湾・鉄道・有料道路建設やその運営に関する例にとれば、公的機関の業務範囲が

弾力的で、国家事務・事業の少なくない部分が民営事業に端を発している。こうした事例は結

構ある。イギリスのターンパイク、港湾施設＝ドック、鉄道、電信・電話事業も民営が先行し

た。日本のように広範な公共事業型公共施設建設・維持方式は国際的に見ればむしろ例外的事

例に属する。日本の場合、近代化過程における国家主導型資本主義に端を発していた。そのた

めに日本は特異な国営事業偏重形態になったといえよう。つまり、民間企業は行政の事務・事

業の運営で代行可能であり、事務・事業の多くを官・民に原理的に振り分けることがむしろ困

難であるといってよい。 
 しかしこの時期と 20 世紀末頃から今日に至る公務の事務・事業を民間で代替させる論議、
いわゆる民営化・市場化論では、企業活動に対する国家機能の官・民交流と異なる。現代の規

制改革に象徴される市場化・民営化政策は、事業一般における官・民運営方式、たとえば官・

民仕分け、役割分担と同じ軸ではない。現代の市場化、民営化圧力は、多国籍企業とその集団

が進めるグローバリゼイション化政策に基づいて、80年代初期に始まり 90年代以降に国民国
家そのものの変質・再編をはかる、こうした目的意識的観点での国家改造・改革論は、国と企

業との関係において主客関係が逆転し、多国籍企業活動とそれを推進する金融資本の政策推進

に根差した国家改革に向っている。国家の事務・事業推進の目的と方法を一気に民間開放する

要求が高まった、この点に根本的相違がある。 
 すなわち、冷戦構造の崩壊、社会主義経済体制が資本主義的市場経済と癒合する道を歩み始

めるとともに、以下のような多国籍企業経営を起点とする市場戦略に国家を組み込む戦略展開

の一環に国家改造が位置づけられた。それは、①福祉国家体制の縮小・変質を課題とする、②

教育・医療・福祉などの領域をできるだけ市場化し、“自立”・“自助”を規本に“国家依存”

を縮減する、③債権・債務関係に徹底的な“プリンシパル＝エイジェンシー(本人＝代理人)関
係”、すなわち契約関係で置き換え、階級関係を流動化ないしは逆転させて、債務者が同時に

債権者になり、労働者が出資者(資産保有者)になるという“新世界” 
に見せ、企業原理が国家を縮小し、企業負担を軽減する、④これは長期にわたる国家「構造改

革」と位置づけ、財政縮減、事業縮小、行政サービスの極小化をはかる、⑤国民国家を多国籍

企業同軸化国家に到るまで改造する、等が狙いである。それは、国民国家を眠らせることを意

味している。 
しかし、今日サブプライム問題に端を発した金融・証券市場危機は、とくに多国籍企業戦略
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の中心戦略であった金融デリバティブ商品の価値破壊を通じて、金融機能を萎縮させ、そこか

ら金融依存経済が実体経済の後退を招き寄せている。典型的な金融恐慌前夜の状況にある。と

くに“プリンシパル＝エイジェンシー(本人＝代理人)関係”の破綻を意味するデリバティブ商
品を介した危機の浸透は、新しい現代的市場危機を象徴する。グローバリゼイション戦略にと

って生死を分けかねない事態に発展するかもしれない。その意味で、サブプライム危機は、現

代経済における本格的経済危機に直面しているのである。 
第 3節 縮減する現代国家行財政が生み出す危機とその行方 
 日本経済は「もはや経済は一流」ではないと大田弘子経済財政担当大臣自らが国会で経済演

説で述べた(2008年１月 18日)。これに対する釈明を“「経済一流」復活のカギ”という論文を
日本経済新聞紙上に述べている。問題は 3つあるという。一つはサービス業の低い生産性、二
つ目は金融市場、航空・港湾などの経済インフラの国際競争力の低位性であり、3つ目はフリ
ーター、子育てで人が十分に活用されていないことだという。この「二流国から一流国」への

脱出策はどこにあるかと、同氏の論文を見ると、それは「日本への投資を増やすとともに、海

外との経済連携を強化し、金融資本市場など世界への窓口になる分野を改革すること」述べて

いる。要するに市場開放、外国資本に選ばれる国づくりだというのである。この論文を読んで

の印象は、彼女が暢気な者だということである。しかし、この期に及んでも“選ばれる国”論

にこだわるのは一体どのような感性なのだろうか。 
 財政危機の克服策など一言もない。フリーターや女性労働者の働き口がないのはまったく労

働政策によってまともな仕事が奪われているからである。ドル依存一辺倒と輸出中心の景気回

復策名目で、国家と大企業の金利負担を軽減する円安政策を取るため、輸入原材料の値上が

り・インフレ化で、中小企業、農業経営が成り立たず、家計も小売価格上昇で実消費は萎縮し

ている。 
円を海外に流し、国内の経済を疲弊させて、何が一流への復活かといわなければならない。

真の危機は、①高度経済成長政策以来の大企業優先政策を継続してきたこと、②そのうえ、大

企業優遇の公的市場の構造改革路線で国民福祉・サービス支出を民営化して縮減していること、

③日銀のゼロ金利政策、④グローバリゼイションにこだわったまま国内経済の縮小再生産の財

政路線をひたすら進めてきたこと等にある。その結果、財政出動はもはや不可能となり、金融

政策の転換もアメリカのサブプライムローン危機で転換のチャンスを逃してしまった。 
１） 財政危機の構図 
 日本経済の危機の要因は、政府の放漫財政の機構を変えず、財政危機脱出改善策も放置し、

本格的財政危機克服策を講じないことにある。この状況に世界は、日本政府の無策振りに日本

経済を見放しつつある、このことをいわなければならない。その点から見て大田弘子大臣見解

はまったくピントが外れているのである。 
 国と地方財政および国・地方公営企業会計等を含めた総累積債務は優に 1200兆円を超える。
とくに国の債務は 820兆円超であり、しかもこの債務の削減が一向に進まない。逆に、小泉構
造改革の民営化路線で道路、空港、港湾、鉄道等の投資先や政府が裏書した事業債務も膨れ上

がっている。この万策尽きた国の財政状況は、自治体破綻の事例といわれる夕張市財政と変わ

らない。 
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日本の財政危機はバブル崩壊が生んだようにいわれる。しかしそれは正しくない。財政力の

国際比較をする OECD の“Economic Outlook”によると、一般政府債務残高の対名目 GDP
比率は、1995年度の比較で、日本は 80.4％、アメリカ 74.5％、イギリス 60.6％、ドイツ 57.1％、
フランス 62.9％、イタリア 123.5％、OECD 平均が 74.1％であった。日本はまだ最悪ではな
かった。当時は、OECD平均に近い数値にあった。 
 1998 年度に政府債務残高の対名目GDP比率は、103.0％とGDP総額を超えた。しかしこの
年度では、イタリアが同じ比率で 116.3％であった。だから日本は最悪の国家ではなかった。
しかし翌 1999 年度に到るとついに政府債務残高の対名目GDP比率は 115.8％となる。同年日
本は、イタリアの対名目GDP110.5％比率を超え、先進諸国中最悪の地位に落ちる。この年度
はまさに橋本行革の「改革」時期に重なる。以後 2000年度から政府債務残高の対名目GDPは
年々上昇し、150％超に到る。2007年度予算ベースにおいて 178.6％とむしろ「構造改革」が
進められた時期にこそ累積債務が膨らんだのである。1

このように政府債務残高の対 GDP 比率が急増した時期こそ小泉構造改革期であった。累積
債務の増加テンポこそ少し抑止されてきた。しかし「改革」が叫ばれた時期にこれだけ累積債

務が増加したことに着目する必要がある。「改革」のスローガンを掲げながら、小渕首相以上

に“借金王国“を築いたのが小泉首相であった。それはまさに財政構造の真の改革を怠った結

果だといわなければならない。 
２） 財政危機を招いた財政制度改革の放置 
ではその要因がどこにあるのだろうか。それは国民・国会の負託を受けた首相、内閣の裁量

は大きい。しかし首相・内閣の行為だけによるものであるかといえば、それだけではない。そ

れは首相・内閣が活動する制度、とくに予算・決算とそれらをめぐる財政制度に求めなければ

ならない。さらにいえば立法府・国会の機能にも関連する。 
 とくに日本の予算制度に大きな問題が潜んでいる。 
 日本の予算制度は複雑である。国民の監視は容易に届かない仕組みである。国と地方の財政

は基本的に 4 つある。国については一般会計、特別会計、財政投融資(政府関係機関)であり、
地方については地方財政計画である。このほかに、各種国家事業および公営企業会計があるが、

ここではそれらを棚上げする。 
 国の一般会計の財政規模は 2007年度で 83兆円前後の規模で、それは予算全体のなかでもっ
とも大きな位置を占めている。しかも予算・決算が国会の審議対象になるのが一般会計である。

次に特別会計がある。現在、特別会計は統合されて 28 の特別会計がある。さらに地方財政に
ついては地方財政計画がある。これらの会計単位は複雑に入り組んだ構造になっている。 
 注目しなければならないのは、国の一般会計の使途別歳出構造を見ると、予算歳出総額の約

6割が「他会計への繰り入れ」で占められている。これを除くと約 4分の 1が補助金・委託費
であり、次いで人件費が約 5％、３％が物件費である。この歳出構造を見ての通り「他会計へ
の繰り入れ」がもっとも大きい。この結果、一般会計歳出構造では、一般会計の政策経費のウ

ェイトは小さくならざるを得ない状況にある。歳出の多くがいわば紐付きになっており、一般

                                                  
1  ｐ23 資料１,p24 資料２,ｐ25 資料３参照 
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会計といっても手足を縛られている状況にある。 
また一般会計の目的別歳出を見ると、主要な歳出費目は、社会保障関係費が全体の約 4分の

1、国債費が同じく 5分の 1、地方税交付金が同じく 5分の 1などという割合である。公共事
業費は約 10分の 1程度である。歳出割合の上位 3領域で一般会計歳出総額の約 3分の 2を占
めることになる。この歳出比率は長期的に極めて安定している。2

以上の事実からいえることは、一般会計歳出構造は、行き先の多くが構造的に定められてい

ることである。いわゆる政策経費比率は小さな割合しかなく、歳出の弾力的運用の余地は極め

てわずかしかない。行政施策の停滞は避けられ内容である。一般会計歳出額は約 83 兆円程度
の歳出規模であるが、その 60～65％を占めるのが「他会計への歳出」で占められている。 
ということはここに一つの財政構造上の政策経費捻出の“偽装”構造がある。すなわち、実

際の経済政策等の経費歳出が一般会計ではわずかな領域しかないという内容に見える。国会で

主に論議されるのは一般会計である。しかし、一般会計の歳出を硬直化させている「他会計」、

すなわち、現在は削減されたが、現在 28 特別会計と地方財政計画がある。こちらの方は一般
会計が論議される範囲で国会論議を要するが、「他の会計」は事実上与党・内閣の裁量で決定

される。実際、各会計の歳出領域決定は政治領域に決定的に規制される。そこにいわゆる族議

員を形成する力学がある。 
 2007年度において特別会計の財政規模は 389.5兆円であり、地方財政計画は 83.1兆円、政
府関係機関はやや縮小して 2.3 兆円弱である。これらの単純合計額は約 530 兆円規模になる。
しかし、各会計単位間には相互出し入れがあり、そううえに歳入の根拠、すなわち財源が一般

会計では主として税財源にあるが、そこにもいわゆる目的税による歳入では歳出先が定められ

た紐付き財源がある、等の諸制約が絡む。その関係で税源が税であっても特別会計に仕向けら

れ、一般会計の執行が限定される。また、政府の有利子財源として、かつての郵便預金・簡易

保険、各種年金基金の運用先としての政府借り入れ、そして地方税と政府から地方公共団体へ

の交付金、補助金がある。これらは各会計間では相当の重複額がある。そのためにこれらの重

複額が約 264兆円程度になる。これら重複分を差し引くと、国家財政の「純計」額は約 270～
300兆円程度と推定される。3

 上記のような国と地方の会計制度構造を概観してわかることは、国の一般会計(83兆円)とは、
国家全体の広い意味での財政規模(270~300 兆円)において 28～30％程度しか占めていないこ
とになる。むしろ政府の政策的歳出の実行ある事業が特別会計における財政運営に隠され、一

般会計が形骸化していることが見えてくる。 
 国の公共事業費の中で、一般会計以上に大型公共事業に関わる歳出は道路では道路公団、空

港では大型空港に対する空港整備公団、鉄道では鉄道整備公団、都市住宅・工業団地開発には

都市整備公団等々が存在した。これらの機関は、政府機関から財政的に自立し、組織運営は所

管行政機関を経由した内閣・与党の直轄的事業運営が可能な機関を造り、国会の直接的関与の

外で大きな事業を実施できる体制を築き上げてしまった。 

                                                  
2 ｐ26 資料４参照 
3 ｐ27 資料５参照 
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３） 財政危機の構造的危機とその克服の方向 
 国および地方財政をめぐる歳出機構に象徴されることは、国と地方の諸公共事業の決定方式

が民主的に決定されても、財政運営が議会等の審議機構から外れた運営ができる機構に大きな

問題があるといわなければならない。機構そのものに責任を求めるのは筋違いのように見える。

しかし政権が変わり、内閣が変わることを前提に組み立てられている現在の行財政体制では、

財政執行を透明化する機構が欠かせない。 
 この不透明性を取り除くために各所管省庁における事業に関する審議会が設置され、一定の

公議ないし公論を踏まえて実行する仕組みになっている。しかしそれならば十分に議会機能が

果たされること踏まえつつ、行政執行領域に関する箇所付け、工法・工期等の審議を要するこ

とを理解したうえで、予算とともに事業内容を事前に中・長期的工程を公開し、公示して論議

する住民会議機関等を定める必要があろう。なぜならば、多くの審議会組織が行政執行に関わ

る所管官庁主導で人選され、審議され、執行される。結局は，それは政・官・業の最終的事業

執行儀式にされている審議会が少なくない。審議会には少なくとも事業に関わる地域住民等の

参加、任命委員の一部を公選化するなど行政執行に関する手続きの民主化を担保しなければな

らないであろう。 
 これらの改善を進めながら、現在の財政機構に関して少なくとも以下のような措置を講じる

必要があろう。すなわち、①特別会計の財政規模上の縮減、②特別会計縮小分を可能な限り一

般会計への繰り入れる、③金融政策や旧公団、政府系金融機関、特殊法人事業等の財政執行に

ついて「国民議会」的な審議および審査機関を設け、内閣専権的な処理体制から切り離す、④

巨額の有利子国家財源となっている郵便預金･保険事業、年金基金運用については預金者、被

保険者代表に労働組合代表をいれ、運用･事業評価に関する専門機関で管理･運営できるように

して、政治的運用から切り離した新体制を設立する。 
 これは一種の国民発の「小さな政府」に展開し、国民負担増を遮二無二遂げようと画策する

自民党・財界主流の影響を緩和し、新しいもう一つの日本構想へのたたき台として提起する課

題に繋げる。すなわち、小泉流の「構造改革」政策は、アメリカ発の“サブプライム”バブル

の崩壊で、事実上グローバリゼイション政策路線が破綻しはじめた以上、公民生活中心路線に

向けた新しい政策確立が求められている。小泉路線とその後継路線は 2007年 7月の参議院議
員選挙結果で、政治的に拒否された。しかしこれに代わる政策の準備はほとんどなされている

とはいえない。ここに一種の政治的空白と政策的間隙(隙間)が生じている。こうした空白を長
期に放置しては社会的、政治的に危険状況を生みやすい。 
 これらを考慮して、公共事業領域などの財政執行において大きな影響を与えてきた建設公務

で働く労働組合が、出番となる機会が生まれている。すなわち、日本の建設公務労働従事者は、

行財政運営に携わりながら、労働組合を組織し、国民本意の生活関連公共事業推進運動などの

経験を積み上げてきた。これらの経験と実績を土台に、国家行財政に関わる基本的な改革構想

を提起する時期が訪れている。行財政全体を可能な限りに民営化、市場化するなど、グローバ

リゼイション路線、構造改革路線、大企業優先政策一辺倒の政策路線から、多国籍企業国家を

真の国民国家型に行財政機能を救い出し、それを具体的政策の姿で対置し、勤労国民，労働者

の生活と産業活動の成果を享受できるシステムにスイッチすることが使命となってきている。 
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資料１ 債務残高の国際比較（対 GDP 比） 
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資料２ 財政の歩み 
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資料３ 国の債務残高の累増（財務省ＨＰより） 
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資料４ 2007 年度一般会計予算内訳 
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資料５ 一般会計,特別会計,政府関係,及び地方財政計画純計（当初予算） 

 
第Ⅰ部 いま建設公務職場に何が起きているのか（略） 
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第Ⅱ部 「小さな政府論」、「公務員批判」の背景にあるもの 
 
第 1章 日本の国土・開発政策の変遷とその特異性 
 

建設公務労働者の担っている仕事の中心は、公共事業である。今日の公務員批判の多くが、

巨額な財政の累積赤字や環境破壊の「主犯」とされ、政官業のゆ着・談合体質を生み出してき

た公共事業批判の声と表裏一体となっている。 
日本が他国からも「土建（土木）国家」4と言われるほど巨額な費用が公共事業に注ぎこま

れ、これを推し進めてきた政官財の強固なシステム（「公共事業複合体」5）ができたのはなぜ

か。その根拠となってきた、日本政府が推進してきた国土政策や国土開発計画策定のシステム

について簡単に振り返ってみたい。 
 
第 1節 国会審議されていない「全総」と「5ヵ年計画」 
戦後日本では、アメリカの占領期を経て産業優先、大企業中心の高度経済成長戦略としての

9 つの「経済計画」（平均 3 カ年）があったが、一貫して公共事業が産業基盤の整備や景気対
策の中心として据えられてきた。 
戦後の復興期から高度成長期に移行する 1950 年に現在の公共事業推進の法的根拠となった
「国土総合開発法（2005年より国土形成計画法）」ができ、これにもとづき「全国総合開発計
画（全総）」がつくられてきた。（一全総～四全総、五全総に相当する「21 世紀の国土のグラ
ンドデザイン」表Ⅱ-1-1参照） 
この「全総」を具体化するために、道路をはじめとする 15 の個別事業計画が「五ヵ年計画
（六ヵ年、十ヵ年計画含む）」として策定され、各公共事業計画の根拠とされてきた。 
法的には、例えばシェアが最も多い道路整備で見ると、「道路整備緊急措置法」（1958 年）
を根拠としている。（道路法を頂点とする法体系の中に位置づけられている。他に財源保障と

なる「道路財源関係法」（揮発油税法ほか 7法）、旧日本道路公団などの特殊法人の根拠法、「管
理法」、道路交通法などがある）一方、「海岸事業」や「空港整備」「急傾斜地崩壊対策」の場

合、事業計画は根拠法自体もないまま「閣議決定」だけで決められてきた。 
「道路整備緊急整備」法といういわば戦後の時限立法のもとで、「第 1次五ヵ年計画」2600
億円からスタートし、更新を重ね「第 1２次」78兆円にまで膨らんできた。しかも、膨大な事
業費を使う根拠となるこの計画は、「閣議決定」によって決められており、国会の審議を経て

はいない。これが年次ごとの事業予算に反映されており国会の議決を経てはいるが、その根拠

となる 5カ年計画は「閣議決定」で済まされてきた。 
                                                  
4 「土木国家とは、中央集権体制のもとに巨大公共投資を軸に土木・建設事業を中心とした諸産業が、政官財
複合体を形成し、主として産業基盤整備を進めることを通じて、経済社会におけるゆ着・談合の構造を強化し

つつ、その複合体をして国家的規模ないし地域的規模を問わず、それらの経営に大きな影響力を有している様

相の濃い国家を指す」（「土木国家の思想」本間義人著） 
5 「公共事業複合体が全国的に網をはりめぐらしていることは、日本の構造改革を考えるにあたって、なによ
り最初に問題にすべきではないか。現在の公共事業に関する財政のあり方は、この公共事業複合体の勢力をま

すます助長する方向にある。さらに肥大化することにストップをかける必要がある。」（経済同友会・品川政治） 
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その「閣議決定」の内容は目標や数値が極めて簡単な内容であるうえ、議論らしい議論もさ

れないできたのが実態だ。また日本の場合、国会での審議対象となる予算書には予算レベルを

示す「部」「款」「項」「目」のうち「項」のレベルの事業名と予算額しか示されず、具体的な

個別の「箇所付け資料」などは出されないため、野党が「予算書では具体的な審議はできない」

と嘆く6ほどだ。 
 

表Ⅱ-1-1戦後経済政策と全総の推移 

 
全国総合開発計画（全総）は「国土審議会」、各「5ヵ年計画」はそれぞれの審議会で第三者
機関としての審議を行っているという反論があるが、委員は官僚 OBや「御用学者」がほとん
どを占め、非公開で議事録も公開されずに空洞化してきた。 

1979 年、JAPIC（日本プロジェクト産業協議会）が「国土の有効利用と持続可能で豊かな
社会づくりを促進するための各種社会資本の整備に関するプロジェクトの推進」を目的に設立

された。 
構成団体は、製鉄会社や商社、ゼネコンなど公共事業に関係のある超大手企業であり、首都

圏環状道路やアクアライン、関西空港や都市再開発など全国の大規模公共事業に関するプロジ

                                                  
6 「公共事業をどうするか  ,p62--p79」五十嵐敬喜、小川明雄著 1997.3 
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ェクトを提案し、行政への働きかけを行い実現に向け活動してきた。 
こうした産業界の動きを反映して本来であれば法を改正することが必要な場合でも、時の政

権が法令の運用、解釈によって「通達」を出して恣意的な建設行政を行ってきた事例も多い。

中曽根内閣が行った「民活」は、あからさまに民間資本の事業拡大に奉仕した。国有地の払い

下げや規制緩和、これを利用した都心一等地での民間ディベロッパーの再開発事業、これは政

官財の相互補完的な構造の典型的事例であった。 
また、日米構造協議で米政府の日本の内政問題である公共事業費に関して内需拡大要望が出

され、これに基づく「1990年からの 10年間で 430兆円」（95年からの 10年間で 630兆円に
増額変更）の「公共投資基本計画」が法的根拠のない「閣議了解」で決められてきた。 
膨大な事業費が、国民の代表である議員によるまともな審議や国民への情報公開抜きに進む、

民間事業者への利益誘導が政・官・財のゆ着で進む。これらの実態は、「官僚独裁」とまで称

されて近年厳しい批判の対象となってきた。これが特異な「法治国家」日本の実態である。 
 
第 2節 複雑で分かりにくい予算制度 
この公共事業に必要な巨額の資金はどこから産み出されてきたのか。主要な財源は①租税

（国税および地方税）②建設国債と赤字国債、地方債などの借金③財政投融資による郵便貯金、

国民年金などの国民の資金からの借金であるが、この資金が公共投資としてどのくらい使われ

ているのかというのは、予算制度が複雑なため極めて分かりにくいものとなっている。 

図１ 行政投資の流れと財政投融資制度の概要 

国民から見て、政府予算の一般会計が主たる「予算」として見えるが、「特別会計」や「第

二の予算」と呼ばれている財政投融資（財投）についても知らなければ全容が見えてこない。

財政投融資の概要と行政投資相互の関係を大きく整理したものが図１（「公共投資改革論」p149
図評 37参照：金額は 2004年度分も併記）である。 
総務省資料による行政投資額の推移は図２の通りだが、バブル最盛期の 80年代末から 90年
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代半ばにかけては、40兆円から 50兆円という膨大な公共事業費を注ぎ込んできた。 
一般国民には、見えにくい「特別会計」制度があり、統合前は全部で３８もあり（統合後は

２８）そのうちの１１が公共事業関係であった。そのうちの道路整備特別会計を見ると一般会

計からの繰り入れが「道路特定財源」の揮発油税や石油ガス税等の特定財源、直轄事業に関わ

る地方公共団体の負担金などが財源とされている。この「道路特定財源」は、１９５3年に揮
発油税が、6６年に石油ガス税が道路建設のみに使用することを特定して公共投資の中で最大
の道路整備のための財源として生み出され、５０年にわたって存続している。このほかに７１

年には一般財源として自動車重量税がつくられたが、実際には道路財源として運用されている。 
日本の自動車産業の発展は、こうした道路整備優先の財源を背景にしたモータリゼーション

政策に支えられてきたといえるが、近年はこの財源制度への見直しが強く求められている。 
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図２  行政と投資額と対前年度増減の推移 (総務省ＨＰに一部追加) 

`93 年がピーク 
`98 ターニン

グポイント 

小さな政府論＋

公務員叩き 

 
建設国債は、こうした道路整備のような特定財源を持たない他の公共事業のほとんどを対象

財源とされ膨張を続け、今日の財政破綻の原因となってきた。地方自治体は公共投資の 80％
担い、国の不況対策に動員され、自治体の単独事業拡大財源として大量の地方債発行に誘導

れてきた。 
現行地方財政制度の下で地方自治体は、すべての事業にわたって国からの補助金に頼らざる

得ない構造下に置かれている。この補助金制度の弊害は、縦割り行政、中央や族議員への依

体質、全国一律主義など極めて多方面に表れ、「ムダな公共事業」の温床として強い社会的

判を浴び改革を迫られている。 
財政投融資は「第二の予算」として、一般会計歳出のかつて半分の規模（07 年度は 17％で
.1兆円）を占めていた。原資は、庶民の郵便貯金や国民年金であり、財務省資金運用部に集
され社会資本投資や公的金融に投入されてきた。従来住宅金融公庫など生活関連が 70％台
しめていたが、住宅金融公庫の廃止や独立行政法人都市再生機構融資など住宅関連が縮小さ

て 60％台に下がり、従来の日本道路公団や首都高速道路公団への融資額は変わらず（07 年
約 3.2兆円）相対的には比率（22.3％）を高めている。小泉構造改革の目玉として日本道路
団は分割・民営化されたが、高速道路建設規模は何ら縮小されず、道路整備関係が日本の公

事業のシェアのトップを占める構造は変わっていない。 
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こうした公共事業をめぐる流れが、Ⅰ部で述べたようにこれを推進する省庁の職場やそこで

働く人々の業務内容や業務形態を変化させてきたのだ。 
 

第 2 章 資本主義経済の矛盾激化の中で「福祉国家」を敵視する市場原理主義路線7

 

第 1節 小泉構造改革とは 

06年９月に発足した安倍内閣は、組閣後初の記者会見で「小泉構造改革路線を継承し、さら
に加速させる」と表明した。そして、07年９月に発足した福田内閣もまた、「構造改革推進」
を表明した。そもそも、小泉構造改革とは何か。小泉内閣は、盛んに「小さな政府」を主張し

ていたが、まさに「小さな政府」論＝小泉構造改革であり、言い換えれば新自由主義的改革の

ことである。 
世界的には、70年代後半期から、それまで支配的であったケインズ主義に代わって誕生した
理論であり、具体的にはアメリカのレーガン政権による「レーガノミクス」や、イギリスのサ

ッチャー政権による「サッチャリズム」がそれにあたる。 
日本では、80年代に中曽根内閣の臨調「行革」路線によって、軍事費を拡大させる一方で、
社会保障費や教育費など国民生活の基盤となる財政支出を厳しく抑制し、消費税導入などで財

政再建を図ろうとしたことが始まりとされている。 
 
第 2節 ケインズ主義と新自由主義 

ケインズ主義とは、不況打開や経済成長のために国家が介入し、財政・金融政策をフル活用

することで、資本主義の安定・継続を図ろうとする理論であり、「大きな政府」論と言い換え

ることができる。「戦後資本主義の黄金時代」と呼ばれる50～60年代の世界的な景気安定と経
済成長にそれなりに貢献してきた。 
しかし、70年代に入ってスタグフレーション（不況の中での物価上昇）と財政危機が深刻と
なり、ケインズ主義では対応できなくなる中で、台頭してきたのが新自由主義であった。した

がって、新自由主義の歴史的使命は、スタグフレーション退治と財政危機からの脱出であり、

そのための武器としたのが市場原理主義の徹底であった。いわば、ケインズ主義の破綻を克服

するために市場原理という資本主義の原点に先祖返りしたものであり、新自由主義の狙いの第

一は、市場原理を妨げる障害物をなくすこと（規制緩和）。第二は、財政危機の打開（支出削

減と増税）。第三は、市場原理を妨害する勢力を排除する軍事力の強化であった。 
 
第 3節 アメリカ・財界が要求する新自由主義路線 

アメリカは、強大な軍事力を背景に各国に新自由主義を押し付けてきた。日本もアメリカの

サブパートナーとして軍事力の強化を迫られ、防衛省の誕生や憲法九条改悪が狙われている。

また、市場原理の徹底による日本市場の開放は、アメリカ資本の格好の餌食となっている。  
一方、日本の財界も政府に対して新自由主義路線を要求している。90年代半ばに従来の輸出主
導型から多国籍企業型に変貌した日本の大企業は、国際競争力の強化を旗印に「足かせと重荷」

                                                  
7 （参考文献）二宮 厚美、2006年４月、月間全労連 №111、「小さな政府」と「格差社会」をめざす新自
由主義的改革 
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の解放を求めた。「足かせ」からの解放とは、営業の自由を妨げる公的規制を撤廃・緩和する

ことであり、「重荷」からの解放とは、企業内コストと社会的コストの削減である。前者は総

人件費削減でありリストラや雇用の見直しが推し進められた。後者は公租公課、社会保険料の

削減である。「国内高コスト構造の是正」とは、企業の負担となる直接賃金と間接賃金（社会

保障）の圧縮、法人税負担の軽減にほかならない。 
 
第 4節 「小さな政府」の必然性 

新自由主義は、二つの側面から必然的に「小さな政府」に向かうこととなる。ひとつは、公

的規制の主体としての政府を縮小した「小さな政府」。もうひとつは、企業や国家財政の負担

となる福祉を縮小した「小さな政府」である。このように、二つの「小さな政府」を一挙に実

現する方策こそ、新自由主義路線であり、小泉構造改革そのものである。 
 
第 5節 「福祉国家」を敵視する市場原理主義路線 

これまで述べてきたように、新自由主義は徹底して「小さな政府」を追求する。したがって、

「大きな政府」を必要とする「福祉国家」を敵視することは必然といえる。新自由主義が求め

る国家像は、究極的には経済活動に介入せず、治安維持や国防といった最低限のことだけをす

る「夜警国家」であり、自由競争がすべてに優先される弱肉強食の市場原理主義が貫徹される

国家である。 

 
第 3章 米の「年次改革要求」と規制緩和、民営化路線 
 
 ここでは、アメリカ政府と日本財界が要求する新自由主義路線の内容について概観していく。

アメリカについては、「日米規制改革イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書」

（各年度）および「日米投資イニシアティブ報告書」（各年版）により、日本の財界について

は、「経団連ビジョン」（1996年、2003年、2007年）および「規制改革に関する重点要望」（2000
年 2月）により検討していく。 
 
 まず、アメリカ政府である。1993 年の宮沢・クリントン合意に基づく、年 2 回の首脳会談
を含む協議の場が作られたことにより、アメリカ政府による日本政府の政策への介入のオフィ

シャルな仕組みがつくられた。そこでは、日米の包括的経済協議という名目で、内需拡大のた

めの大規模な公共投資計画など日本の経済政策とその実施をアメリカ政府と日本政府が検

討・点検する作業が行われることになった。 
アメリカ政府による規制改革要望書は、この日米包括経済協議の枠組みの下で、1996 年の

橋本・クリントン合意に基づき毎年行われてきたのである。さらに、この新たな包括経済協議

の枠組みの下で、2002 年度より、日本への投資を促進するための企業環境の整備などの改革
プログラムの実現に向けた新たな仕組みが作られた。日米投資イニシアティブである。規制改

革要望書が、主に製品やサービスの輸出に関わる市場規制の撤廃を目的としているのに対して、

日米投資イニシアティブは、直接投資の拡大へ向けた産業規制の撤廃や条件整備を目的として

いる。 
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アメリカ政府の 1998 年度の第１回目の規制改革要望書は、最初に、要望書の提出の経緯を
述べた上で、同年 3月 31日の「規制緩和推進３カ年計画」の閣議決定と同じく 1月 26日の「規
制緩和委員会」の設置を歓迎し、同委員会が３ヵ年計画に盛り込まれた措置の実施を監督し、

さらなる規制撤廃措置を提言するというふたつの使命を担っていることを評価している。さら

に、要望の概要部分でも、「米国政府は引き続き、日本に対して、新たな規制撤廃措置を作成

し、その実施を保証するという権限を有する恒久的な行政機関の設置を求める」と述べていた。

この表現からは、規制緩和推進委員会自体が、アメリカ政府の要請を受けて設置されたもので

あることが伺われるのである。 
この規制緩和委員会は、宮内義彦氏を委員長として開催され、1999 年度には規制改革委員
会と改称された。その役割は、総合規制改革会議、規制改革・民間開放推進会議へと引き継が

れるが、規制改革・民間開放推進会議の代表が、政府の改革推進主体である規制改革・民間開

放推進本部の構成員となることにより、規制緩和委員会に期待されたふたつの使命を担ってい

く行政機関としての権能を果たすことになった。 
さて、この第１回要望書の概要において、アメリカ政府の一貫した原則と目標として、次の

６項目を特に列挙している。 
① 既存の規制の経済的影響を継続的に見直し、すでに認められた適切な公共政策の利害と

密接かつ直接に関係しない規制をすべて撤廃する。 
② 日本の規制プロセスの透明性と説明責任を大幅に向上させる。 
③ 実際のあるいは事実上の規制権限を民間機関に委譲することを、法に定められた権限に

基づかない場合にはこれを廃止する。 
④ 地方自治体に、妥当な場合には、不必要で負担の重い地方レベルの規制を見直し、また

は廃止する。 
⑤ 規制にサンセット条項を含める 
⑥ 独占禁止法の積極的かつ効果的な施行と競争政策を通じて、市場における競争を促進す

る。 
以上のように、第一に、アメリカ政府は、既存の公的規制のほとんどすべてに対して、再吟

味し、（アメリカ政府に対して）説明責任が果たせなければ、これを撤廃すること、第二に、

行政指導と業界組織を通じた規制の撤廃、第三に、地方レベルの規制の見直しと撤廃、第四に、

サンセット条項（買収防衛策の整備・継続にあたっての株主総会決議要件）という会社の経営

者による支配力強化に対する株主権限の強化を求めている。第五に、独占禁止法の強化により、

既存の日本企業による市場支配を打破することを求めている。 
 要するに、公的規制の全面的な吟味と撤廃、株主利益の実現、市場独占の打破を要求してい

るのである。 
 さらに、2002 年度以降は、日米投資イニシアティブによる対日投資環境づくりが進められ
ている。それは、2003 年度に策定された「対日投資促進プログラム」の進捗をチェックする
形で行われている。プログラムの重点分野は、 
① 行政手続きの見直し（行政手続きの明確化・簡素化・迅速化、法令解釈の明確化） 
② 事業環境の整備（国境を越えたM&Aの円滑化、債務の株式化の有効活用、企業統治の強
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化、公共サービス分野への民間参入等の拡大） 
③ 雇用・生活環境の整備（多様な働き方への対応等） 
④ 地方と国の体制整備（地方自治体の誘致取り組みの支援、構造改革特区の活用等） 
⑤ 内外への情報発信 
の５つである。2003 年の報告書では、② 事業環境の整備における公共サービス分野への民
間参入の拡大について、例えば医療分野における要望が次のように書かれている。 
 米国政府は、医療分野については、（a）民間事業者が医療機関を保有することを認めること、又
は最低限、（b）民間事業者がアウトソーシングを引き受けることができる医療サービス業務の範囲を
拡大すること（特に検査および画像化サービス）を要請した。 
 日本政府は、医療分野の要求に関しては今のところ拒否しているが、株式会社による病院経

営を認める構造改革特区申請を認めるなど、事実上要望を実現する方向で施策を展開している。 
 以上のように、（アメリカ企業による）投資環境を整えるための体系的な施策の展開が対米

公約され、進捗を検討するとともに、アメリカ政府が新たな措置を次々と要望する仕組みが機

能しているのである。 
  
 次に、日本財界による規制改革要望である。その率直な表現は、経済団体連合会の「魅力あ

る日本――創造への責任 経団連ビジョン 2020」（1996年 10月）に示されている。ビジョン
の 第６章 「日本創造プログラム 2010（アクション 21）」の冒頭に、規制の撤廃、不透明な
行政指導の排除により、「脱規制社会」を構築する、ことが掲げられ、規制の抜本的見直しと

して、次の３つが挙げられている。 
 
１．2000 年までに需給調整の観点からの参入規制、設備新増設規制を完全撤廃すると同時に、価

格規制を含む経済規制を半減し、2010 年までに経済規制を撤廃する。 

２．全ての社会的規制の洗い直しを行い、安全、健康、環境等に関する必要最小限のものに限定す

る。 

３．企業としても、規制の撤廃・緩和に協力するとともに、規制の撤廃・緩和の成果を活用する。また、

企業自らも、自由な競争を妨げている商慣行について、見直しを図る。 

 

 したがって、日本の財界も、全ての経済規制の撤廃と社会的規制の最小化、業界規制の是正

というアメリカ政府と同様の要求を掲げ、脱規制社会の構築を宣言しているのである。この社

会的規制の撤廃・最小化こそ、新自由主義的改革の核心である。米国政府と日本財界は、この

要求で完全に一致し、脱規制社会の構築を目指して、公務労働と公共サービスの縮小・解体、

および民間化をすすめてきた。それは、アメリカ企業による日本市場への参入と日本企業の買

収を大きく促進するとともに、日本政府の政策転換により、アメリカ帝国の覇権の下にあるグ

ローバル市場の果実の一部の日本企業による領有が許されることになったのである。 
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第Ⅲ部 .憲法と建設公務労働の公共性 
 
第１章 現代社会の公務と日本国憲法 

 

第 1節 現代社会の公共部門の一般的公共性 

 現代社会において公務（国または公共団体のつとめ）は公共性を存在根拠としている。公共

性が少しでも認められれば公務で行うことの根拠になり、逆に、公共性が認められない業務は、

公務で行う必要はなく、民間企業が行ってもよいわけである。それでは、公務を成り立たせる

公共性とはどのようなものなのだろうか。 
 公共性の概念に関しては、通常、二つの意味で用いられるとされている。ひとつは、「ある

事物またはそれにかかわる役務（業務・事務）そのものに着目して、それが社会の成員の共同

利益を実現するために必要ないし有用であるという意味…。この場合の公共性とは、これらの

役務の担い手が国家（地方公共団体その他の公共団体も含む広義のそれ）であるかどうかとは

直接かかわりなく、役務そのものの内容に着目」している。もうひとつは「国家が一定の役務

を自らの業務として行う場合に、国家が行うという点に着目して…。この場合には、対象とな

る役務そのものが公共的であるという意味に加えて、国家自身が行うということからくるさま

ざまな特色も含めて」いる8。現代社会という場合、現代国家9との関係ぬきに公共性を定義で

きないことを考えると、公務を成り立たせる公共性は後者の意でとらえられ、資本主義国家の

下では階級性や権力性をおびたものになり、その国家的な公共性が一般的なものとみなされて

しまうことになる。 
 例えば、戦後の日本では、政府が経済成長優先主義を掲げ、大企業は低廉化の商品を大量に

生産し、それを大量に販売するために国内だけではなく国外にも市場を広げて利潤を獲得し、

それによって日本経済は発展してきた。その過程で大企業は、多くの下請業者や労働者を低単

価・低賃金、長時間労働によって酷使し収奪し、国や自治体は、企業に余計な支出をさせない

ために産業基盤整備を公共事業として行い、間接的なコスト削減をバックアップしてきたので

ある。大企業本位の経済計画とその下での国土開発計画の立案・執行を国家の統治機構である

政府が優先させてきたがゆえに、日本における公共性は階級性や権力性をおび、その意に捉え

られてきた感がある。 
 しかし、他方で、現代社会の系譜である市民社会は、「市民法的人権の世界、市民的民主主

義の世界、…自由・平等を基本にした公共空間」10であり、そこには憲法で定められた人権や

民主主義に基づく市民的な公共性が存在している。戦後日本の場合、この公共性が、階級性や

権力性をおびた大企業本位の公共性によってゆがめられ、変質させられてしまっているのであ

る。このような「国家的特権的公共性」と「市民的生存権的公共性」11との対立において、「国

家的特権的公共性」から「市民的生存権的公共性」を存在根拠とした公務の再構築が求められ

                                                  
8 晴山一穂｢公共性分析の意義と課題｣『行政法の変容と行政の公共性』法律文化社、2004年。 
9 現代国家をどう捉えるかという問題に突き当たるが、ここではそれにふれない。 
10 二宮厚美「公共性論の系譜と自治体・公務労働の覚え書き」『自治体の公共性と民間委託』自治体研究社、
2000年。 
11 晴山、同上書、2004年。 
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ることになる。「地域住民の共同利益…。共同性」と「全国民の権利…。憲法的人権保障…（の）

権利性」、つまり「共同性プラス権利性」12をベースにした「市民的生存権的公共性」の実現は、

現代国家でゆがめられた公共性―公務の意義や役割を憲法に基づいて建て直すものとなる。 
 
第 2節 日本国憲法の立場から見た公共性と公務の位置づけ 
１）憲法の立場から見た公共性 
 憲法は第 11 条において国民に基本的人権を保障している。すなわち「憲法が国民に保障す
る基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」

と規定している。当然基本的人権を「与える」のは国家すなわち行政である。行政が国民の基

本的人権を実現するための公共性を担っているということができる。憲法が保障する基本的人

権には「個人の尊重、幸福追求権」（第 13条）、「法の下の平等」（第 14条）およびさまざまな
自由権、すなわち「奴隷的拘束及び苦役からの自由」（第 18 条）、「思想及び良心の自由」（第
19 条）、「信教の自由」（第 20条）、「集会・結社・表現の自由」（第 21条）、「移住・移転及び
職業選択の自由」（第 22条）、「学問の自由」（第 23条）、さらに「健康で文化的な最低限の生
活を営む権利」（第 25条）、「教育を受ける権利」（第 26条）、「勤労の権利」（第 27条）、「勤労
者の労働基本権」（第 28条）がある。国・行政は国民に対してこれらの基本的人権を保障する
任務を負っている。もちろんこの人権は自然人であって、法人ではない。しかし、資本主義国

家である日本の国・行政は本質的に階級的性格を有している。そのため現実には国民に対する

基本的人権は多くは労働者に対するものとなる。しかし、階級的力関係のもとで、それは資本

家側の意図のもとに憲法をゆがめた法体系として成り立ち、独占的大資本という階級的基盤に

基づく国・行政は、国民を国家に従属させる「公共性」として機能させることになっている。

今日の「行政改革」路線は「この国の在り方」自体の転換を求める法整備として国・行政機構

を徹底的な規制の緩和・撤廃により民間企業に委ねることにより、国・行政の果たすべき国民

に対する「公共性」を剥奪している。 
 このことは憲法が保障する基本的人権を守るべき「公共性」と行政の階級性との矛盾をいっ

そう拡大し、真の公共性を実現すべき国民の要求とのたたかいが強まらざるを得なくなる。生

存権等の現代的権利を含む基本的人権の保障を定めた憲法の存在は、真の公共性の実現を求め

る国民の要求の大きなよりどころとなっている。  
２）憲法が位置づける公務労働者のあり方 
 西谷 敏氏は憲法が位置づける公務労働者像について、最近の公務の民間化との矛盾を指摘

している。以下にその内容を抜粋・引用する13。 

「 憲法は公務員を二つの側面から捉えている。憲法 15 条２項は「すべて公務員は全体の奉仕

者であって、一部の奉仕者ではない」と規定する。これは天皇の官吏であった明治憲法下の公

務員とは異なり、戦後民主制下の公務員が誰よりも国民にこそ奉仕すべきであり、しかも国民

                                                  
12 晴山一穂｢公共性分析の意義と課題｣『行政法の変容と行政の公共性』法律文化社、2004年。 
13 西谷敏・晴山一穂・行方久生編「公務の民間化と公務労働」（大月書店）第二章四「公務員と民間労働者」
Ｐ70～Ｐ75 ゴシック部分 
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一部の特殊利益ではなく、国民全体の一般利益を守るべきことを宣言したものである。ここで

描かれているのは、公務（国あるいは自治体の共同事務）の担い手としての公務員である。憲

法はまた、公務員を含むすべての「勤労者」に団結権、団体交渉権、争議権を保障しており、

この面においては、公務員は民間労働者との共通性において把握されている。これは、公務員

がみずからの労働の対価として報酬を得て、その報酬によって生活するという点で民間労働者

となんら異なるところがない、との認識に基づいている。労働基準法 9条や労働組合法 3条に

いう「労働者」が公務員を含むものとして規定されていることも、同様の考え方による。この

ように、憲法は、公務員は基本的に民間労働者と同一の労働者であるが、国もしくは自治体の

共同事務の担い手としては特殊な性格を持っていると把握している。 

① 最高裁の判例による公務員特殊性論とその矛盾 
 ところが、憲法の下位にある法律の中に、この趣旨に反する規定が数多く存在する。その代

表的なものが公務員の労働基本権を制限する公務員法制である。消防署員などの団結禁止、非

現業公務員の労働協約締結権の否定、すべての公務員の争議行為の全面禁止などである。憲法

が留保なしに保障した労働基本権を下位の法律によって剥奪されているのである。ところが最

高裁判所は一貫して、公務員に関する争議行為の全面禁止などは憲法違反ではないと強弁して

きた。その論理は公務員特殊性論であった。 

 公務員特殊性論は二つの要素からなっている。ひとつは「公務」の特殊性論であり、公務員

は全体の奉仕者であり、しかも公務労働は民間の労働とは異なり、その停廃が国民生活に重大

な影響を及ぼすという特徴を持っているので、争議行為を禁止することに合理的な根拠がある

というのである。もうひとつは、勤務条件決定の特殊性論であり、公務員の勤務条件は法律あ

るいは条例で明確に決められるので、公務員は団体交渉や労働協約を通じて決定に関与する立

場にはないことが強調される。 

 ところが、公務員特殊性論は、近年の「公務の民間化」の中でその根拠をますます薄弱なも

のとしている。 

 第１に、公務員の担っていた業務を民間の業務に転換させるという「量的な民間化」の進行

は、あらゆる公務員の行う公務は特殊な性格をもち民間企業の業務とは異質であるという命題

と矛盾する。 

 第２に、公務員制度改革論議の中でその導入が主張されている能力等級制度などは、人事院

の権限を縮小し、各省庁の労働条件決定権限を拡大するものであって、人事院勧告に基づく法

律による賃金条件決定という現行制度を大幅に変更するものである。しかるにこれらの新たな

管理手法の導入に当たって、依然として公務員あるいは公務員組合の関与は予定されていない。

このように、勤務条件法定主義があるから公務員の労働協約締結や争議行為は認められないと

いう論理も、事実によって破綻しようとしている。 

②あるべき公務員像 
 このように判例などが主張してきた意味での公務員特殊性論が事実によって破綻している

以上、改めて憲法の規定する公務員像に立ち返らねばならない。すなわち、公務員は労務提供

の対価として賃金を受け取り、それによって生活するという点では民間労働者と異なるところ

はなく、ただ、公務の遂行の仕方において「全体の奉仕者」であることを要求されるというこ
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とになる。 

 こうした観点からみれば、労働基本権の回復以外にも、さまざまな点で法律規定や判例の考

え方を改める必要がある。公務員関係と民間労働者の労働契約関係が基本的に同じ性格を持つ

と考える限り、採用、職務配置、昇格、人事、退職、などの問題について、民間労働者に形成

されてきた論理を公務員にも適用しなければならない。ただし、公務員の身分保障や成績主義

原則などは、まさに公務員の「全体の奉仕者」たる側面に関係するものであって、今後とも基

本的には維持されるべきである。」 

 

３）憲法から見た公務の民間化の限界と公共性と公務の位置づけ 

 晴山一穂氏は日本国憲法のいくつかの条文から法的限界の根拠を求めている。以下にその内

容を抜粋・引用する。14

「①基本的人権の保障からみた公務の民間化の限界 
 日本国憲法における国民の基本的人権の保障は、同時に国民の人権を擁護・拡充すべき国家

の義務を含んでいると解される。この場合の国家の義務には二つある。一つは国民の自由権の

領域である。この面では国家は出来る限り国民生活への関与を控え、国民の自由を尊重すべき

という消極的義務を意味する。二つ目は国民の生存権・社会権の領域である。この面では国家

による積極的活動を通じて、国民の生存権・社会権を実質的に擁護・拡充すべき積極的義務を

意味すると解される。国家の国民への生存権・社会権保護義務が憲法により規定されているな

ら、公務・公共部門の民間化がこの国家の義務に反すると解される場合には、違憲と判断され

ることになる。ただ、この場合、国家・公共部門が行ってきた事務・事業（公務）が廃止され

る場合とそれが民間化される場合を区分する必要がある。 

 まず、公務・公共部門が廃止される場合を考えてみよう。 

 日本国憲法は、社会権として、生存権（25 条）を中核に、教育を受ける権利（26 条）、勤労

権（27 条）、労働基本権（28 条）を定めている。仮にある公務・公共部門の廃止・縮小がこれ

らの権利を侵害すると解されれば、この措置は違憲ということになる。 

 勤労条件の基準法定主義を定める憲法 27 条 2 項は、憲法 25 条の生存権の理念を具体化した

ものと一般に理解されている。従って、同項の規定を受けて制定された労働基準法の内容が「健

康で文化的な最低限度の生活」を保障しえないようなものである場合は、その規定は違憲とい

うことになる。また法定された労働基準を守らせるために設置された労働基準監督署の監督体

制が弱体化され、実務的な労働基準の監督が困難となるような事態が生じれば、そのこと事態

の違憲性が問われることになる。このように憲法による生存権・社会権保障の意義が失わせて

しまうような立法措置は憲法上許されないということになる。 

新自由主義的改革が生存権・社会権分野での多くの公的施策が削減され、それに伴う公務の

廃止・縮小が行われてきたが、これら一連の措置の合憲性が改めて問い直されなければならな

い。 

次に、公務・公共部門の民間化と生存権・社会権の関係を見てみよう。 

                                                  
14 晴山一穂・自治体問題研究所編「自治体民間化」（自治体研究社）「第６章 公務・公共部門の民間化の法
的限界」Ｐ50～Ｐ59 ゴシック部分 
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国の生存権・社会権保護義務は、生存権・社会権に関わる事務・事業を必ず国が行わなけれ

ばならないことを意味するわけではないことは一般論としてはいえることである。この意味で、

生存権・社会権に関わる事務・事業の民間化が行われたからといって、そのこと自体が直ちに

国の生存権・社会権保護義務違反を構成するわけではない。しかし、この場合であっても、国

民の生存権・社会権がないがしろにされてもよいということにはならない。この場合には、「民

間部門の事務・事業を通じて、国民の生存権・社会権が実質的に保障されるべきことを、国の

責任において確保する」ということが国の生存権・社会権保護義務の内容となってくる。 

問題は、いかなる場合に国の生存権・社会権保護義務に反しないような民間化が許されるか

ということになる。この点については、まず何よりも、福祉・教育など生存権・社会権の領域

は、市場原理と自由競争、民間企業の利潤追求活動とは原理的に相容れないものと考えるべき

である。仮に民間に委ねられる場合であっても非営利団体が基本であって、株式会社の参入は

厳として禁止されてきたのはこのような配慮からに基づくものであったといえる。従ってこの

分野で例外的に民間企業の参入が認められる場合であっても、国民の生存権・社会権保障とい

う事務・事業の公共性を担保するためには、極めて強度な国による公的規制が必要になってく

る。その内容は一般的には、情報公開や国民の参加などの民主的統制に加え、事業形態や事業

内容そのものに対する規制（料金規制、サービスの質の確保、職員の労働条件の確保など）も

含まれる。 

このようにみた場合、公的規制による国の生存権・社会権保護義務を確保しえないような公

務・公共部門の民間化は、それが憲法解釈上立法裁量の限界を超えていると判断される場合は

違憲ということになってくる。 

新自由主義的「構造改革」のもとで、福祉、労働、教育、医療等国民の生存権・社会権に密

接に関わる領域を中心に、民間企業のビジネスチャンスの拡大のために民間開放を説く「規制

改革・民間開放推進会議」の議論は、国の生存権・社会権保護義務と真っ向から対立するもの

といわなければならない。この分野では同会議が説くのとは反対に、「民でしても事務・事業

の公共性が失われないこと（国民の生存権・社会権が保障されること）の立証責任は民が負う」

と考えるべきである。 

②憲法上の各種の行政統制制度からみた公務の民間化の限界    
 事務・事業が国または地方公共団体の公務＝行政役務として行われる場合には、法治主義（法

の支配）、情報公開、行政手続、議会による統制、司法による統制（行政訴訟・国家賠償）、住

民参加・住民投票など各種の行政統制の法理ないし制度が適用される。ところが、これまで公

務として行ってきた事務・事業が民間化され行政の範囲から除外されることになれば、当該事

務・事業に対してはこれらの法理ないし制度は適用されないことになる。この場合において、

法理ないし制度が憲法上の要請と解されることになれば民間化措置は違憲ということになる

のではないか。 

 そこで法理ないし制度が憲法上の要請かどうかについては、憲法学説上意見が一致している

わけではないようである。しかし、「行政に対する民主的統制」および「行政に対する司法的

統制」の原理が憲法上の原理として認められることについて異論はないようである。この｢統

制｣がどのような制度として具体化するかは、立法府に対して広範な裁量が認められると解さ

 38



れる。公務・公共部門の民間化がこの立法裁量の限界を超える場合には、当該民間化は違憲と

いうことになってくる。 

 たとえば、行政の適正手続きや情報公開を憲法上の要請と捉えた上で、この要請が行政手続

法、・情報公開法の規定の一部に具体化されているという理解にたった場合には、それまで公

務としてこれらの法律の適用を受けてきた事務・事業が民間化されることによって、その適用

対象外になる場合には、当該民間化措置は違憲の疑いを生じさせることになる。 

 問題は、民間化された事務・事業にどのような統制が必要かということになる。ある事務・

事業が公務として憲法上行政統制の法理のもとに置かれる理由が当該事務・事業の公共性に求

められるとするなら、民間化によって事務・事業の公共性が変わらない以上、できるだけ従来

の行政統制に準ずる統制が求められるということになる。 

③憲法における公務員の位置づけからみた公務・公共部門の民間化の問題点 
 憲法 15 条 2 項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定

め、同条 1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定

めている。また 73 条 4 号では、官吏（国家公務員）に関する事項は法律で定めるべきとされ、

国家公務員制度に関するいわゆる法律主義の原則が定められている。これらは現行憲法下の公

務員が、国民主権原理のもとで、国民の信託に基づき、国民の福利の実現のために奉仕すべき

「国民全体の公務員」であることを定めたものに他ならない。国家公務員法は、その目的を「国

民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障すること」にあると定めているが、これは憲

法における公務員の位置づけを踏まえてのことと解すべきである。 

 このような日本国憲法における公務員の地位を踏まえるならば、憲法は、国民の福利ないし

権利の実現にとって必要な事務・事業は、国の「公務」として原則として「公務員」の手によ

って行われるべきことと見ることができる。もちろん、このことは国民にとって必要な事務・

事業が公務員以外の者によって行われることを一切否定する趣旨ではない。憲法上の制約（国

の社会権・生存権保護義務及び行政に対する民主的・司法的統制の原理）に反しない範囲で公

務の民間化は許容されるし、ＮＰＯ・市民等への民間化には市民参加・公私協働の観点から一

定の合理性を認められる場合もある。しかし、そのようなケースはあくまでも例外に留まるべ

きものと思われる。なぜならば、そのようなケースが無制限に認められることになれば、公務

員による事務・事業の遂行がむしろ例外になり、公務員が「全体の奉仕者」として国民の福利

の実現のために奉仕するという憲法の描く公務員像、国民主権にもとづく公務員の理念上の地

位が限りなく形骸化してしまう恐れがあるからである。従って、公務民間化に伴う公務員の非

公務員化が一定の範囲で認められるとしても、そこにはやはり憲法上の限界があると考えるべ

きである。 
 公務の大幅な民間開放による公務員の削減に留まらず、残った官業（公務）の世界からさえ

も公務員を放逐してしまうような規制改革・民間開放推進会議の提言は限界をはるかに超える

ものといえる。」 
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第 2章 公共事業および建設公務に求められる公共性問題 
 

 本章では、公共事業および建設公務に求められる公共性とは何か、という点を検討していく。

最初に、公共事業の公共性にかかわる一般的な原則について述べ、次いで、具体的な項目ごと

に議論していく。その内容としては、公共施設の整備に関わる原則、維持・管理に関わる原則、

財政の活用に関わる原則がある。最後に、公契約における公共責任について触れる。 
 
第 1節 公共施設整備に求められる公共性 
１）公共事業における公共性の原則 

 公共事業の公共性の原則としては、宮本憲一氏の次のような定式化がある。 
① その存立する社会の生産や生活の一般的共同社会的条件を保証するものであること 
② 特定の個人や企業に占有されたり、利潤を目的として運営されるのではなく、すべての

国民に平等に安易に利用されるか、社会的公平におこなわれること 
③ その建設管理にあたっては、周辺住民の基本的人権を侵害せず、仮に必要不可欠の施設

で侵害行為が予測される場合には代替の方法を考えるなどの対策をとり、周辺住民の福

祉を増進することを条件とする。 
④ その設置、改善の可否について住民の同意、あるいは進んで参加、管理を求めうるよう

な民主的手続きが保証させられていること 
 この４つの原則は、大阪空港公害裁判を契機に提起されたものであるが、公共施設の整備、

運営における一般的原則を明らかにしたものである（宮本憲一『日本社会の可能性』７２頁）。 
第一の原則は、公共施設とは、生産や生活のために不可欠な条件であり、不特定多数の個人

や企業などが利用するものを言う、という施設の機能的な性質を定義づけたものである。この

定義に照らせば、利用量の極端に少ない高速道路や港湾は、生産や生活に不可欠なものとは言

えず、また、もっぱら、特定の企業の営利活動に利用される道路や港湾も公共施設の名に値し

ない、ということになる。しかし、例えば、東北地方整備局の HPでは、東北横断自動車道釜
石秋田線の整備で金ヶ崎町内のトヨタ系列会社の利便性が向上した（釜石港に直結することに

なった）ことが、堂々と成果のトップにかかげられている。公共性の第一原則にもとる公共事

業の整備がおおっぴらに展開されているのである。 
 第二の原則は、公共施設は、利潤目的で運営されてはならず、また社会的公平に利用可能で

なければならない、という運営や利用条件に関わる原則を明らかにしている。この原則に照ら

せば、利潤目的のために、極端に低い利用料金が課されたり、また、逆に、利用料金が高いた

めに、市民の利用権が制限されるなどのことは、公共施設の運営においては、あってはならな

い、ということになる。 
 第三の原則は、建設・管理にあたって、周辺住民の基本的人権を尊重する、という公共施設

の整備、運営により、影響を受ける人々への配慮の原則を明らかにしている。 
 この原則に照らせば、その施設が公共施設の定義に適い、必要不可欠であったとしても、そ

の施設の整備、運営により、周辺住民の基本的人権が侵害される場合には、整備を見合わせる

か、あるいは、基本的人権を侵害しないような緩和措置や代替措置をとり、周辺住民の福祉の
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増進をはからなければならない、というのである。 
 大阪空港公害裁判は、大阪空港の拡張によるジェット機の就航、発着機の増加および大型化

によって、騒音により日常生活に支障を来たし、各種の健康被害を生じたことに対して、国に

対して賠償金の支払いおよび大阪空港の夜9時から翌朝７時までの夜間における就航の禁止を
求めた裁判である。一審では、国に賠償金の支払いと夜間就航の禁止を求める判決が下された。

しかし、大阪高裁では、賠償金の支払いに関しては原判決が維持されたが、夜間就航の禁止に

ついては、民事訴訟による手続きが違法として棄却された。 
 この住民訴訟に対応して、国は、大阪空港の夜 10時から翌朝 7時までの夜間就航を停止す
る措置をとった。公共施設の運営にあたって、周辺住民の基本的人権を侵害しない、という原

則が、まがりなりにも実現されたのである。 
 この第三の原則は、周辺住民の環境権という私法上の権利を尊重しなければならない、とい

う権利の法律的構成が、学説上確立されてきている。 
 第四の原則は、公共施設の設置、改善にあたっての民主的手続きの原則を明らかにしている。

公共施設の設置や改善にあたっては、市民・住民の同意が不可欠であり、第一から第三の原則

に照らして問題が存在する場合には、計画を修正したり、代替措置を提案するなどのことによ

り、予め市民・住民の同意を得なければならない、ということである。 
 以上の公共性の４つの原則を踏まえると、建設公務労働の公共性は、単に、公共事業の執行

に関わって、法令上明示されている手続きを踏む、ということで担保されているわけではない

と言えよう。公共事業の計画、企画、建設、運営・維持管理等の具体的展開にあたって、建設

公務労働は、これらの原則を貫いていくために意識的に努力し、その観点から、公共事業を執

行していくことが求められているのである。現在、政府がすすめようとしている建設公務労働

の民間営利企業化は、公共事業の公共性の４つの原則を崩すことがその目的であり、そのよう

な方向に対しては、建設公務労働の拡充を基本に、民間非営利団体や地域の市民グループとの

連携や活用が対置されるべきである。 
 この点からは、宮本憲一氏の公共工事の公共性の４つの原則は、公害問題、空港利用一部差

し止めを要求する運動の中で提起された、ということも反映し、公共事業の展開にあたって、

国民、地域住民の必要性や要求を第一とし、国民、地域住民が主導性を発揮していく、という

観点がなお不十分であるように思われる。今日においては、国民、地域住民の主導性の原則が

強調されなければならないであろう。 
 
以上の公共事業の公共性の原則からすると、建設公務労働の民間化には以下の点で限界があ

ると言えるだろう。 
 第一の原則は、公共事業の整備段階における公共性の確保を求めている。そのためには、各

機関の建設公務労働者が、公共施設の整備・運営や日常業務を通じて利用者や地域住民の要求

を良くつかみ、適切な公共施設整備計画と予算要求を練り上げていくことが必要である。公共

施設の整備・運営を民間営利企業に丸投げする PFI事業などの形態による民間化は、この第一
の原則を実現する条件を掘り崩すものである。公共施設の整備・運営は、基本的に建設公務労

働者が責任を持って行なうことが基本であり、設計、施工、管理・運営など個々の業務は外部

 41



に委任することはあっても、それらの過程は、公務労働者が良く掌握している必要がある。 
 第二の原則は、公共事業の運営における非営利性と平等性を求めている。そのためには、公

共施設の管理運営を外部に委任する場合には、非営利組織が望ましく、管理・運営の中身も、

非営利性と平等性が貫かれるよう公務労働者により、監督・統制される必要がある。 
 第三の原則は、建設管理にあたっての周辺住民の基本的人権の保障を求めている。建設計画

の説明や用地買収その他の周辺住民との関係は、公務労働者によって行われる必要がある。 
 第四の原則は、公共施設整備にかかわる民主的手続きを求めている。そのためには、公共事

業は、公務労働者と利用者・住民の協同ですすめられる必要がある。その過程では、非営利組

織などが積極的に活用されてしかるべきであろう。 
 
補論 

 公共事業の公共性の原則を導くにあたって、公共施設に対して、社会資本ないしは社会的共

通資本という概念が規定されている。宮本憲一氏の第一、第二の原則は、社会資本の概念その

ものである。 
また、社会的共通資本のがいねんが、宇沢弘文氏によって提案されている。社会的共通資本

とは、「市民の基本的生活にかかわる財貨･サービスのうち、必要度が高く代替性が低いような

もの」であり、その供給は、公的社会的メカニズムによって行なわれるときに、市場の失敗を

回避することができる、という（宇沢弘文・茂木愛一郎編『社会的共通資本』26頁）。しかし、
社会的共通資本の使用に対して、各人がその社会的価値に見合う額を支払わない、ということ

から、社会的費用が発生するという。そこで、社会的共通資本の供給における公的社会的メカ

ニズムの具体的な設計を誤ると、社会的資源の非効率的な使用や所得分配の公正性を損なう、

という。社会的共通資本の事例として、宇沢弘文氏は、医療制度、教育制度、交通をあげ、交

通について次のように述べている。自動車通行には、道路の建設費用（安全な歩行、自転車通

行への十分な対応を含む）に加えて、排気ガス・騒音などの公害により住民を侵害しないよう

にするための費用などの社会的費用があり、これらの費用を自動車メーカーに負担させる必要

がある。そうなれば、自動車の価格は、極めて高いものになり、自動車の供給量が、社会的に

適正な水準に制限されることになるのである。宇沢氏の社会的共通資本は、社会的ルールによ

って、商品の価格を社会的に適正な水準に規定する、ための概念である。 
社会的共通資本には、自然資本、社会資本、制度資本の３つに分けられている。保母武彦氏

は、この社会的共通資本と同様の考え方から、産業活動やくらしのための社会的基盤のうち、

ハードなしくみが社会資本であり、ソフトな仕組みが各種の制度と人的ネットワークである、

として、社会的基盤の整備は、社会資本のみならず、自然資本や制度資本を含む複眼的な視角

からおこなわれることが重要である、としている（『公共事業をどう変えるか』139頁）。 
なお、公共事業・公共投資を、その効率性によって律していく、という考え方も提案されて

いる。効率性は費用対効果によって図られる。例えば、井堀利宏氏は、公共投資をその経済効

果ではかり、第一に、民間消費に与える影響としては、公共投資による可処分所得の増加が将

来における税負担の増加により相殺されること、第二に、公共資本の利用価値は、将来の維持

費用の発生により相殺されることを指摘し、全体として、公共投資の便益が費用より大きいほ

 42



ど、民間消費や民間投資を刺激する、と述べている（『公共事業の正しい考え方』96 頁）。こ
の費用対効果の考え方は、公共投資の効果をもっぱら、民間経済の活性化という観点から数値

化しようとするものであり、これを公共事業の実施の可否や優先順位を決定する尺度としてし

まっては、公共事業の公共性の基準が無視されてしまうことになる。特に、費用対効果の数値

化にあたって、民間経済に与える効果や、公共資本の利用価値（便益）を適切に数値化できる

ことが前提にされているが、需要量の想定など主観的な評価がどうしても加わることになって

しまうという欠陥がある。費用対効果の考え方を公共投資の計画にあたっての参考資料として

いくためには、最低限、公害被害やそれへの対策などを費用の側に適切に盛り込む必要もある。 
２）国民・住民の福祉と安全、環境を守る公共事業づくり 

 全建労は、『問われる公共事業』の中で、国土建設にあたっての４つの原則を明らかにして

いる。その第一は、憲法に照らして合憲である事、第二は、民主主義の原理を保障すること、

第三は、総合性の確保、第四は、効率性、能率性の推進である（110～111頁）。そして、ある
地域における国土建設にあたっては、その地域における自然の諸法則・諸条件を踏まえて、自

浄でき循環・蘇生できる計画で無ければならない、という国土建設にあたっての視点を提起し

ている（112頁）。 
 また、全建労は『問われる建設省』の中で、公共投資の方向と重点課題として、３つの内容

を指摘している。第一に、公共投資を産業基盤優先から防災･生活基盤重視へ転換すること、

第二に、自然環境を改善し、公害規制を強化すること、第三に、住環境を大幅に改善すること、

である（94～99頁）。そして、特に、道路交通の規制・抑制を展望して、鉄道、海運等の代替
交通機関の整備をすすめるなど、総合交通体系として政策を展開していくことを提起している

（100頁）。 
これら４つの原則と視点、３つの重点課題、および総合交通体系という考え方を踏まえつつ、

宮本憲一氏らの提案も受けて、国民・住民の福祉と安全、環境を守る公共事業づくりとして、

以下の内容を含んで行なわれる必要がある。 
① 公共事業の計画は、地域の市民の必要（ニーズ）から出発し、それをひとつひとつ実現し

ていくことが基本となる。全国的な整備計画や予算作成も、必要な個々の事業を積み上げ

てつくりあげられることが必要である。そして、個々の計画の具体化も、地域の市民の主

体的取り組みを通じて、展開される必要がある。総じて、公共事業は、国民、地域住民の

主導性の下で行なわれるべきなのである。 
② 公共事業の計画は、施設整備のみの狭い観点からのみ行なわれるべきではない。公共施設

を活かす制度の設計や地域住民のネットワークがより重要な役割を果たす場合がある。公

共事業の計画は、複合的で総合的な観点から行なわれることが必要である。 
③ 公共事業の企画は、地域の市民の必要（ニーズ）から出発し、利用者の福祉の向上をはか

るものでなければならない。そのためには、計画、企画段階から、利用者、住民の代表を

含む、民主的な構成の委員会が主導し、十分な検討が行われる必要がある。 
地域住民のニーズから出発した場合、例えば、図書館の機能は、本来、図書・資料の閲覧・

貸し出し、映像等資料の視聴・貸し出し等にあるが、地域コミュニティの課題に対応して、

図書館の機能が本来の役割を超えて拡張されることも当然あり得よう。シカゴ市立のある

 43



地域図書館15は、エスニシティによる対立の緩和、解消、相互交流の促進をめざして白人

コミュニティと黒人コミュニティの境界地域に設立された。この図書館間は、地域に開か

れた公共施設として、失業者など昼間に過ごす場所の無い市民にも公共空間を提供し、

様々な便宜をはかり、地域住民どうしの交流の場となり、地域コミュニティの拠点として

機能している。また、地域住民のための、英語教育、コンピュータ教育、行政への各種の

申請書や企業・団体への求人文書作成支援など、就学、就業、市民としての行為等を支援

する機能などが大きく拡充された。図書館が果たすべき公共性の内容も、地域住民等利用

者の必要に規定されて多様であり、その多様な内容を実現していくことが求められている

のである。 
④ 公共事業における施設の建設・整備においては、利用者や地域住民の要望に応える適切な

設計と施工がなされなければならない。そのためには、基本設計段階から利用者、住民代

表を含む検討委員会を設置して、要望を聞き、それを実現する施設の構成や仕様の検討を

深めるなどの努力が求められるとともに、利用者や地域住民の要望を設計や施工に反映さ

せていくためには、発注者の主導性を設計および施工過程に貫いていく必要がある。この

観点からも、設計業務や監督業務は、建設公務労働者自身が行なうことを基本とし、設計

業務や監督補助業務についての外注を行なう場合は、ゼネコン等施工業者から独立し公共

性を担保できることを条件に発注者を代行する役割を果たす準公共的営利組織もしくは

非営利組織を活用することが望ましい。 
⑤ 公共事業においては、その必要性について地域住民の理解が得られていることが前提にな

る。当然、具体的な施設の建設・整備において、近隣住民の環境権を侵害することはあっ

てはならず、その危険のある場合には、計画を変更することが求められる。計画変更によ

っても、近隣住民の環境権の侵害がある程度避けられない状況である場合には、適切な補

償が行なわれなければならない。 
⑥ 公共施設の設計・施工は、利用者・地域住民の安全を確保するために、建築基準法など諸

法規を守るのはもちろん、災害時には、利用者・地域住民の避難、救出活動の拠点として

機能しえる適切な仕様を確保したものでなければならない。施工業者の収益性の観点から、

基準が緩和されたり、仕様がレベルダウンするなどのことがあってはならない。 
⑦ 公共事業は、交通・運輸体系の構築としては、また河川等の管理と水利用の体系としては、

マクロ的な配慮、広域的な対応と利用者の要望、近隣への配慮を兼ね備えた総合的な観点

からすすめられなければならず、そのためにも、どのような交通体系が望ましいのか、ま

た、どのような河川等の管理方式と水利用の体系が望ましいのか、という交通・運輸政策、

河川等の管理政策、水利用政策の根本的な考え方についての国民的地域的合意を形成し、

それに基づいてすすめていくことが基本である。 
 
第 2節 公共施設の管理に求められる公共性 
公共事業部門での民間委託化は施設の維持管理部門からまず始まった。直営の道路・河川の

                                                  
15 紹介した図書館は、1997開館のシカゴ公立図書館・ニヤー・ノース分館の事例である。Robert D.Putnam 
and Lewis M. Feldstein, BETTER TOGETHER,Simon & Schuster, Inc., 2003, pp.34-42 を参照。 
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維持管理業務は現在全て委託化され国民からの苦情や要望を受けている職場の最前線の事務

所・出張所の廃止も行われている。港湾の監督測量船の運航業務も委託化が進み、浚渫や油回

収作業の体制は非常勤職員が増えるなど要員の確保が課題となっている。 
いずれも民間が実施するほうが安く効率的であることが強調され、人件費の削減の手段とさ

れてきた。しかし、前節で公共事業の公共性に関する第二の原則として述べたように、「公共

事業の運営における非営利性と平等性を求めている。そのためには、公共施設の管理運営を外

部に委任する場合には、非営利組織が望ましく、管理・運営の中身も、非営利性と平等性が貫

かれるよう公務労働者により、監督・統制される必要がある。」 
下記の公共施設の管理、運営等の共通の課題は、どのような条件の場合でも公共施設を真に

国民生活の安全と安心に役立てるために建設公務部門が責任ある体制を確立することが必要

であることを示している。 
１）増大する公共施設の維持管理問題 

増大を続けてきた公共事業により整備された社会資本の機能を良好かつ安全に発揮させる

ためには、日常的な維持管理業務を欠かすことはできない。また、各種の施設は構造物である

限り日々の劣化は避けられず、いつか物理的な耐用年数を終えて更新のときを迎える。 
07 年 8 月１日、アメリカミネソタ州ミネアポリス市内の州間高速道路橋が突然崩落し１３人

の犠牲者を出す大事故が起きたが、社会資本の維持管理の重要性を劇的に示した16。 
国土交通省所管の社会資本のストック量は、昭和 25(1950)年には総額約 8兆円であったのが、

平成 13(2001)年には約 405兆円となり、この約 50年の間に、約 50倍の規模に達しているも
のと推計されている。（02年版「国土交通白書」） 
 国交省は、このようなストック量の推計をベースとしながら、今後 25年間の維持管理・更
新投資の需要について計算を行った。今後の社会資本投資の伸びについて、±0％(ケース 1)、
マイナス１％(ケース２)、マイナス 2％(ケース 3)の 3つのケースを設定しており、平成 37年
(2025年)の状況を平成 13年(2001年)と比較すると、ケース 1では、維持管理投資は約 1.6倍
に、更新投資は約 12.6 倍に増加することとなり、維持管理・更新投資の合計額が総投資額に
占める割合は、約 21％から約 51％に増大することとなる。 
 また、ケース 2では、維持管理・更新投資の占める割合は約 62％となり、ケース 3（図‐4）
では約 76％にまで達する結果となる。（大阪市ではすでに 2007年度から 2010年度まで新規
事業着手を凍結した。） 
 このような推計をしている一方で、国交省は年次予算のうち各施設の維持管理予算はここ数

年のあいだに大幅な縮減を行ってきた。（07 年度予算では道路整備関係の維持修繕事業予算
は 02年度の 3割縮減）その結果、国交省のある地方整備局の国道事務所維持出張所の場合、
直轄国道維持修繕費は 1998年度をピークに 6割以上も減じられ、やむを得ず一番経費の多い
草刈りの委託経費を減らすため道路法面の歩道舗装際（きわ）と法（のり）下の際のみとして

                                                  
16 橋の建設は 1967年で 40年を経過している。交通量は当初の予想を大きく超えて１日１４万台。１７年も
前から「構造上の欠陥」が指摘され、事故直前にようやく「再検査」が始まっていた。州内にはおよそ 400に
上る橋が「再検査」対象となっているが計画はたっていない。あらためて外国との戦争よりも、自国の生活基

盤の更新に力を入れる重要性を示した。 
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中間部を放置してきた。そのため、台風時などに成長してしまった雑木が揺れて法面を弱くし

落石や倒木の原因となっている、排水施設の機能が発揮されない、薮蚊が発生するなど多くの

問題が生まれ、周辺住民からの苦情の要因にもなっている。 
国道管理の最前線機関である維持出張所は、道路のパトロール（損傷事故調査、落下物調査、

路面調査、標識・照明灯・視線誘導標等調査、橋梁調査など）や路面補修、路肩の除草,区画線
の補修、街路樹などの維持、排水路の清掃、路面清掃、ガードレール清掃などの作業を建設業

者や清掃業者あるいは第三セクターに外注、委託し監督している。河川の場合も河川の巡視、

砂利採取の許認可・監督、出水時の巡視、堤防の除草、堤防の取付け工事あるいは橋などの河

川占用に対する許認可を行っている。当然利用者、住民からの直接の苦情や相談の窓口にもな

っている。 
07年 6月に直轄管理の国道 23号の木曽川大橋のトラス鋼材の破断を職員が発見した。幸い

大事故には繋がらなかったが、現場の職員の目が必要なことを示した例だ。かつては国道の維

持管理業務は直営体制をとっていたが、こうした国民の日常生活に最も密着した分野の業務の

ほとんどが委託化されてきた。 
 
図３ 維持管理・更新投資需要のケース３の推計（国土交通省資料） 

 

２）メンテナンスと熟練技術者 

冒頭の数値のように増え続けてきた社会資本のストックに関する「アセットマネジメント」

が必要として国交省や自治体が取り組み始めている。膨大な社会資本ストックの維持修繕を前

倒しで計画的に実施することで施設の寿命を延ばし（長寿命化）、修繕や改築に必要なトータ

ル的なコスト負担を平準化しつつ縮減しよう（戦略的メンテナンス）と言うものだ。その前提

としてのデータベースの構築の必要性が言われ着手されているが、その際の問題点としてデー

タの更新、継続的メンテナンスをだれがどのようにやるのか、また、工事をする際その場その

場で適切な判断を下せる人材、経験豊富な技術者の不足や参加体制が議論されている。ある大

手ゼネコンの幹部は民間で受託することを前提として熟練した点検技術者に最低でも5年くら
いの継続性を持たせて担わせることが必要と力説している。（「JACIC情報№85」） 
また、日々の直接目視による点検ときめ細かな維持補修を実施し、橋の安全性を守ってきた

旧国鉄時代の「橋守」制度が見直され、千葉県の第三セクター「いすみ鉄道」で適用された事

例がテレビで報道された。 
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岡村 甫高知工科大学学長は「構造物の今後の管理・更新等のあり方」（2005年 7月）の講演

会で「管理する人が重要だと思います。人についての今後のウエイトが高まるのではないでし

ょうか？」との問いに「国交省は沢山の構造物を短い時間に造らなければいけなかったので、

アマチュアでもつくれるようにしていったのですね。それが技術レベルを落とした。その弊害

がこれからでてきます。造るよりも維持管理の方がはるかに豊富な知識が必要です。これから

の維持管理にとっては、知識のあるプロフェショナルが必要になってくる所以です。それを活

用するかしないかで、メンテナンスの費用は大きく変わるはずです。」と回答している。 
共通して語られていることは、維持管理の比重の高まる中で豊富な知識や観察力を持つ熟練

者が長期的に継続的に施設を見続け、必要な情報の収集や更新、そして施設ごとのきめ細かな

適切な方法で管理できる高い技術が求められていることだ。その担い手は、全て民間まかせで

いいのか、官の方は 2年 3年で変わり、書類上の処理をする役割で済ませていいのかという問
題が突きつけられている。「時代が進むにつれて技術者の仕事がものすごく多様になってきた。

ハードの仕事をしていた人が、いまや合意形成や事業評価など人を相手のソフトの使用にどん

どん移っている。だから実際にハードのことをやる人間がいなくなってしまった。中でも維持

管理というのは、非常に重要な仕事なんだけれども表向き地味だからなかなかそれをやる人が

いない。恐らく一番手薄になっている。」（国土交通省国土技術政策総合研究所＝国総研、西川

和廣センター長）と認識されて「小さな政府」論のもとでの専門技術者の養成に「危機感」が

語られている。現状のまま、人減らしと経費削減が続けば安全で良質な社会資本をつくる技術

も維持管理する技術も民間に丸投げで公共機関には残らないことになる。 
３）施設管理と「市民参加」 

一方で国交省は「道守（みちもり）」などの「市民参加型」「市民協働型」の施設管理を熱

心に進めている。高まる公共事業批判や予算の縮減の流れの中で、市民との「交流」に打って

出たもので市民と行政が対等に協働する形を取っている。 
ホームページ上では、「『みんなで心と力を合わせ、道をつくり、守る』『住民と行政が協

働して道路を守り育てていく』。「道守九州会議」の設立趣旨は、わたしたちのこれまでの話

し合いの到達点であり、新しい旅立ちの宣言です。清掃や除草、花壇づくりや植樹、道遊びの

復活、歴史や自然の検証と保護活動、歩行者天国や通学の安全の確保、それらを複合させた地

域づくりへの展開など。道の整備や道守に積極的な住民参加の事例もあり、行政の側からも「地

域と行政が一緒になった取り組みが必要」と呼応しました。まさに現代の道守活動それ自体が

『住民と行政の協働』という私達の旗印を押し立て、ひいては道づくりの新しい基本理念にな

ると確信するにいたったのです。」と「協働」が高らかに宣言されている。 
 地方自治体での道路や河川管理に関しても「アドプト制度（養子縁組、里親制度）」と称す

る取組が広がっている。 
 これら活動への市民の「参加」が単なる行政の「下請」やイベント中心のものに終わったり、

行政側職員の「参加」も「広報活動」の一環として住民の取り込み対策にとどまるのか、そこ

から真に公共事業のあり方や執行・管理のあり方への意見交換、参加に発展させる契機となる

のか検証する必要があるのではないか。 
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４）災害への備えと対応 

 2006年は、豪雪、低温、梅雨前線による豪雨、台風第 13号等により、全国で約 2万 8千箇
所、約 4,100億円にも及ぶ国土交通省所管施設の被害が発生した。国交省は被災直後より現地
に災害査定官や専門家を派遣し、応急工事の支援等や災害復旧を行い、ハード面では、従来の

道路橋の耐震補強や連続堤防による河川改修に加え、被害最小化対策や近年頻発する都市型水

害対策を実施している。また NPO法人などを水防協力団体に指定する制度を創設したり、ハ
ザードマップ整備や土砂災害危険区域の指定等に対する支援等のソフト対策や津波情報提供

施設の設置の支援等のソフト対策を推進している。 
 しかし、地域の最前線で日常的に施設の維持管理やパトロールを実施し、災害時の現地情報

把握や情報伝達を最も適格に行うべき現場の職員配置は強化されておらず、第一義的には「地

域・住民自らが身を守る」（「自助・共助・公助のバランスのとれた地域の防災力」）ことを

求めている。 
 これまで、洪水やがけ崩れなど災害に伴う被害との関係で行政側が訴えられる訴訟が多く行

われてきた。争点の多くは、施設管理者と住民との間で「人災か天災か」「管理瑕疵の有無」

が争われるケースが多い。裁判は、とてつもない長い時間とエネルギーを割いておこなわれる。

個々のケースを評価することはできないが、原告側はすでに被害・犠牲を受けておりやむにや

まれず訴訟に持ち込むケースが多い。法的責任の問題はもちろんであるが、施設の計画者、管

理者として多くの事例から汲み取るべき教訓は、過去の災害事例などを調査し古くからの住民

からの情報を得ることの重要性である。日常の管理を通じて得られる地元情報を今後の技術面

や組織体制などに活かし災害の未然防止をしていかなければならない。 
 
第 3節 公契約（外注化）における公共性とは 
 公共事業づくりにはいくつかのプロセスがある。事業の必要性の調査から始まり、基本的な

計画、財政措置、設計・調査（基本設計・詳細設計）、施工、運営・維持管理、廃棄という長

期の過程が存在する。かつてはその過程のほとんどは公務によって担われていたが、徐々に民

間企業が委託又は請負形態で担うようになってきている。今日では国・地方自治体発注公共事

業の多くが設計は民間委託、施工は民間請負という形態になっている。その他にも施工監理の

民間委託、運営・維持管理の民間委託も増加してきている。さらに、設計から施工までを民間

企業が一体的に請負う設計・施工一括発注方式、設計・施工監理を官民一体で行う第三セクタ

ー方式や資金出資を含め設計から運営・維持管理までを民間主導で行うＰＦＩ方式、設計・施

工監理の発注者業務を民間が代行するＰＭ・ＣＭ方式17、運営・維持管理を民間が請負う指定

管理者制度など公共事業づくりの多くの過程を公務から民間に移管する流れが進行している。

この公共事業づくりの民間移管を全面的に否定することは現実的ではないが、公共事業の公共

性の立場から財政上、構造物の品質上、環境や安全上、従事する業者、労働者の安全や労働条

                                                  
17  ＣＭ（Construction Management)方式とは、発注者の利益を確保するため、発注者の下でコンストラク
ションマネージャー（ＣＭＲ）が、設計・発注・施工の各段階において設計の検討や工程管理、コスト管理な

どの各種マネジメント業務を行う建設生産・管理システムをいう。ＰＭ（ProjectManagement）方式とは一
般に［企画･設計･発注･施工･維持管理］迄をトータル的にマネジメントする方式を指し、 [設計・発注･施工]
や [発注･施工]をマネジメントするＣＭ方式と区別している。 
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件の立場からさまざまな規制が必要となる。 
１）公契約の基本的考え方 

 公契約とは、契約の一方が公共機関である請負や委託などの契約関係を指し、公共事業の場

合は国や地方自治体など発注機関が一方の契約当事者となる。公共事業の性格からみた場合、

基本的に国民生活上の利便性や安全性、文化性を向上させるための社会的基盤整備であるため、

本来、営利追求を最大の目的とする民間企業では供給できないものである。しかし、市場経済

の発展の中で民間企業の技術力や管理能力などに依拠するさまざまな供給形態が展開される

ことになっているが、それは公共事業の持つ基本的性格を堅持することが前提となっている。

公共事業に必要な４つの原則については前述したが、この原則は運営レベルだけでなく、公共

工事としての設計、施工レベルにおいても貫かれなければならない。従って、設計や施工を民

間企業が受託・請負する場合には利益を最優先するのではなく、構造物の安全性や耐久性、周

辺環境の保護、使用上の利便性等に配慮して行わなければならない。もちろん民間企業である

から事業を継続するための最小限の利益を保障する必要はあるが、公共事業の設計や施工を通

じて大もうけをすることは公共性の主旨に反することになる。また同時に公共事業に携わる民

間企業の労働者についても基本的には公務労働者と同様の性格にある。本来公務労働者が行う

べき設計・施工業務を民間企業労働者が同様の労働を代行することであり、その意味では公務

労働と同様の労働条件が求められる。 
２）公共事業と民間事業の区別をどのようにすべきか 

 公共事業の公共性には、国民・住民が広く共有する社会資本という性質がある。しかし、こ

のような性格の公共事業が現実には民間企業によって担われている場合が少なからずある。 
 一例をあげると、公共交通といわれるものが民間企業に担われている場合である。地域によ

っては同一バス路線に公共機関と民間企業が並存している場合がある。路線バスは住民の日常

生活を支える貴重な公共性を有する事業であり、その担い手が公共であれ民間であれ、住民の

安全性と利便性が強く要求される。この利便性の中には当然のこととして低利用料金が求めら

れる。民間企業の場合は経営を維持する最低の利益を保障する料金体系、また公共機関が運営

する場合は本来、運営費は公共財政で賄い、利用料金は無料またはそれに近い料金体系にすべ

きである。 
ところが現実には公共交通に限らず公共機関の方が利用料金の高い場合やサービスが不足

している場合がある。公共機関が建設・運営する公共施設が国民・住民にとって大きなメリッ

トを実感できるようにすることがきわめて重要である。 
 一方、日本の公共事業の場合、本来一部民間企業しか実質的に利用しない施設を公共事業と

して税金を投入して建設しているケースがある。公共性の４つの原則において述べているよう

にトヨタ系列企業の利便性のみの事業を公共機関によって建設されているような事例である。 
 この際重要なのは、産業振興や地域の経済振興との兼ね合いである。一部企業の利益のため

に利用されるのではなく、広く社会の生産の向上に役立つ社会資本として建設されることは公

共性のある事業といえる。問題は限られた財政の中で、国民の多数の利便性にとってどのよう

な事業を優先させるかということである。都市部優先か地方優先か、地域経済優先か基幹経済

優先か、産業優先か国民の福祉と安全優先か、などその選択を一部の国家権力や政治家、財界
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の意思で決めるのではなく、国民・住民の意見を重視しつつ、国会や地方議会の十分な議論を

通じて決定していく必要がある。 
３）設計を民間企業に委託する上での原則 

 公共事業を設計する場合の基本はその公共性の視点からの安全性、利便性、文化性、経済性

を追求するものでなければならない。そのため、設計を民間委託する場合においても基本設計

は公共機関が行い、それにもとづく詳細設計を民間委託とするべきである。仮に基本設計から

民間委託する場合においては、公共機関は設計の基本的考え方を事前に委託企業に十分伝え、

完了後は公共機関独自の検討が必要である。また、設計企業は施工企業と分離し、公共機関の

立場から設計することを明確にする必要がある。また、設計上民間施工企業のノウハウを活用

する場合は、公共機関が有償でそのノウハウを買い取り、設計企業に引き渡すべきで、設計企

業と施工企業との一体化を防止する必要がある。 
４）施工を民間施工企業が請負う上での原則 
 公共事業施工の場合も、その基本は構造物の安全性と経済性の立場から良質な構造物を適正

な価格で施工することである。そのため、民間企業が請負い工事施工する場合、設計にもとづ

く施工が行われているか、公共機関は日常的に施工監理する必要がある。特に公共機関の職員

の配置を十分に行い、施工現場に立会い節目ごとに施工状況を確認する必要がある。また、中

間及び完了時の検査は入念に行い、書類だけではなく構造物の抜き取り検査などを重視する必

要がある。施工監理の民間委託は公共コストの増大と公務労働者の技術力の低下にもつながる

ため、公務労働者の増員を図り公務によって行うことを明確にする必要がある。 
５）民間施工企業が設計・施工一括で請負う場合の原則 

 民間施工企業が設計・施工一括で公共工事を請負った場合、効率的な施工が望めるという利

点はあるが、公共性の視点から安全性、経済性のある設計が望めない可能性がある。営利を追

求する施工企業は、その立場から設計を行うことを否定できない。しかも公共機関は民間のノ

ウハウで行った設計をチェックすることが困難であるだけでなく、施工監理を主体的に行うこ

とも困難となる。従って、設計企業と施工企業の完全な分離を図るべきである。また、設計企

業と施工企業の資本関係が同一の場合には事業を発注しないこととする必要がある。 
 設計・施工で行わざるを得ない特別な公共事業が生じた場合においては、基本設計を公共機

関で行い詳細設計からの発注とする必要がある。そして詳細設計が完了した時点で公共性の立

場から設計内容について公共機関は十分検討する必要がある。  
６）ＣＭ・ＰＭ方式で民間企業が発注者代行を行う場合の原則 

 発注公共機関の体制が整備されていないことを理由に、民間設計企業や施工企業が発注者の

代行業務を行うというＣＭ・ＰＭ方式が地方自治体を中心に実施されつつある。公共機関の設

計、発注、施工監理能力の不足を補うということであるが、公務労働者の削減をはじめ、さま

ざまな要因から公務労働におけるこれら能力の不足状況にある公共発注機関が増加している

ことは事実である。そのため、発注機関の公務労働者の質・量ともの充実・強化を図ることが

公共性確保の上で基本となる。公共発注機関が行うべき業務を民間企業が安易に代行すること

になれば、公務労働者のいっそうの能力低下に導き、公務の公共性を果たすことがより困難と

なる。但し、小規模自治体で常時公共事業の発注が行われない場合には、民間企業の発注者代
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行業務に依拠するケースが考えられる。このようにＣＭ・ＰＭ方式は極めて限定的とすべきで

ある。 
７）民間主導のＰＦＩ事業は公共性の立場からあり方の検討を 

 原則としてすべての公共事業を対象としたＰＦＩ事業は、教育や環境、福祉等、国民の基本

的人権に係る分野の施設づくりを中心に全国で展開されている。民間資金を活用するというこ

とから財政の逼迫した地方自治体で検討・実施されているが、国土交通省など国の機関におい

ても活用する事例が増加している。ＰＦＩ事業は設計から施工・運営・維持管理における公共

事業のトータルを民間企業に任せることを基本に、トータルな契約を公共機関と民間企業との

間に取り交わし、当初出資は民間企業が行うが、公共機関は長期にわたって利払いを含め支払

い義務を負わされる。従って、公共機関は長期間にわたる財政の硬直性を招くだけでなく、公

共性の視点から事業の安全性、利便性、経済性に大きな問題をはらんでいる。 
 公共機関の財政支出を伴いながら、実質的には民間事業として展開されるため、設計段階に

おける公共性だけでなく、運営段階における公共性をも欠如し、財政規模の巨大な事業となる

だけでなく、その利用料金も高額となる。 
 従って、ＰＦＩ事業については、公共事業の公共性の観点から原点に戻って見直す必要があ

る。 
 
第 3章 公共性をめぐる現実とあるべき姿の差異の背景 
 

第 1節 憲法の理念と矛盾するキャリア制度（官僚制度） 
１）公務労働の持つ二重性 

 憲法は第 25 条二項で「国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生

の向上及び増進に努めなければならない」と国民に対する国の社会的使命を明確にし、福祉国

家の方向を明らかにしている。また、憲法第８５条は「国費を支出し、又は国が債務を負担す

るには国会の議決に基づくことを必要とする」と謳っている。すなわち国民の代表の賛成なし

には公共事業の執行はできないしくみとなっている。この憲法の規定から見る限り、国民の生

活・福祉の向上に向けた公共事業に大きくシフトしなければならない。また国民が公共事業の

真の発注者であるとの立場から公共事業の見直しをせねばならない。 

 今日、建設公務労働者が公共事業の計画、執行についてこのような憲法の立場に立って業務

を遂行しているかといえば、個々の建設公務労働者の意識はともかく実践的には困難な状況あ

るといわざるを得ない。 

 ここには戦後の公務労働の複雑な立場が存在する。公務労働は一面では憲法１５条に規定す

る国民のために奉仕する有用労働でありながら、実際的には国民の根本利益に反して、大企業

の利益を保障し、国家権力維持のための労働になっている。これは個々の公務労働者の労働が

どちらに重点を置いた労働か、あるいは個々の公務労働者の個人的努力において国民に向いた

労働をしているかということに関係なく、全体として二重性を持った役割となっているからで

ある。それは資本主義の発展に伴う国家機構維持のための公共性の持つ二重性から派生するも

のである。しかしこの二重性は憲法の規定にあるような国民福祉を重点にした公共性が発揮さ
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れるよう公務職場でのたたかいがすすむならば、相対的に解消に向かうことは可能である。 

 第Ⅲ部第１章第２節において明確にしたように、公務労働者は労働者であるという性格とと

もに憲法に規定する国民全体への奉仕者であることの認識を明確にするならば、公務員の能力

とは国民への奉仕的役割がどれ程高いかによって判別されるものである。しかし、これは個々

の公務労働者の努力だけで規定されるものではなく、国民・労働者全体のたたかいによって規

定されていくものである。今日の公務員制度「改革」は再び憲法の「全体の奉仕者」を国家へ

の奉仕者にすり替え、公務労働者に差別と選別の人事政策を持ち込み、全体的に国家・高級官

僚の忠実なしもべに仕立て上げようとするものである。 

２）官僚と公務労働者の違いを明確に 

 戦前の天皇制のもとでの官僚制度では賃金の上下格差は、いわゆる「勅任者」と「雇・雇人」

との間でほぼ１０倍程度あったといわれている。これが官僚と一般公務員との身分制度の物質

的基盤であった。ところが戦後の憲法の規定する「国民全体に奉仕」すべき民主的公務員制度

においても、尚この格差は基本的に変化していない。それどころか一般公務労働者の賃金は民

間大企業労働者よりかなり低位に置かれるようになった。今日、公務の労働者化のもとで一部

特権官僚とのさまざまな格差はいっそう拡大している。特権官僚への道は任用時から始まり、

より早い速度で幹部への道を切り開くものとなっている。このようにして幹部になった特権官

僚は「国民全体の奉仕者」どころか、大企業と癒着し贈収賄事件、民間企業への天下り、官製

談合事件など、数々の不祥事件を招く元凶となっている。今日、大企業擁護にのみ目を向く官

僚制の悪弊にこそ、真の公務員バッシングが存在するのである。 

 この点では、マスコミ等が行っている公務員一般に対する批判キャンペーンは、その内容が

どのような背景から生じているのかを日本の官僚制度との関係で明らかにし、官僚と一般公務

労働者との果たす役割の相違点を明確にして批判する必要がある。 

３）日本型官僚制度（キャリア制度）の問題点 
現在の国家公務員法では、採用時にある試験区分は、Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種に分かれており、俗

に言うキャリア官僚とはⅠ種採用試験を合格した者のことを言う。 
戦前の明治憲法下での官僚の採用も試験制度によるものだったが、帝国大学出身者について

は無試験で採用され、高級ポストを独占していった。その慣例を現在も引き継いでいる。キャ

リア官僚は、昇任・昇格も一般の職員に比べて早く、本省の課長級のポストについては、ほぼ

キャリア官僚で無ければ座れないものとなっている。 
現在の官僚機構としての最高職は、事務次官（外務省と法務省は例外）である。この事務次

官には、同期入省の内一人しかなれない。それまでの昇進・昇給は本省課長や地方局長程度ま

では、、同期であれば原則的に横並びであり、ポストの上下はあるが、俸給（給与）について

はほぼ同額を保ってきている。しかし、事務次官は一人それ以上のポストはごく一部のものし

かなれない。従って他の同期入省者は省を去ることになり、「天下り」の問題が発生すること

になる。 
また、キャリア官僚は、その省庁の持つ権限・行政判断に直接関与する機会が多く、また自

ら判断する職責を有することや、法令の策定、予算配分を巡っても、政治家との、特に政権与

党との接触が多くなり族議員として政界入りすることも含めて、政・官の癒着につながってい
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く。省内の中では、人事権を持つのは当然キャリア官僚であり、また高位の職責に付くことか

ら、一般職員との間では「身分格差」が生じてくる。この法的には何の権限も持たないキャリ

ア制度を中心に人事任用が進められているのである。よって上意下達方式の「上の言うことは

絶対」という職場風土を生み出している。 
これはキャリア官僚どうしでも同様であり、先輩の政策・方針は否定しない（出来ない）、「総

括無き政策転換」という政策個々に「善し悪し」を付けない方針が貫かれている。だからこそ、

公共事業に見られるように一度決まったものは最後までつくり続ける例やトンネルじん肺訴

訟に見られるように最高裁の判決が出るまで自らの過ちを認めない体質ができあがってくる。

よって自ら責任をとる（組織的な責任）ということが無いのである。 
憲法・国家公務員法に照らしても何ら根拠のないキャリア官僚制度を支配者側は変えようと

はしていない。今日の「公務員バッシング」に一部マスコミの中ではキャリア官僚制度を批判

する声もあるが、現在国会で議論されている「公務員制度改革」の議論でも評価制度など国民

本位の行政執行の妨げになる制度を導入する動きはあってもキャリア制度とそれを支える「天

下り」の抜本的な改正を決して行おうとはしていない。 
４）ゆ着の構造、官製談合 
公共事業の受注活動は、政治家に対する政治献金や選挙における集票活動、天下り官僚の受

け入れなどなど、癒着構造によって行われて来た。 

癒着構造の第 1 が政治家と業界との関わりである。政治家は公共事業をとおして地元に巨

額の資金（税金）を投下し、業界は巨額な公共事業費に群がり、利権の構造（政治資金）と

集票機構が構築されている。二つ目が政治家と官僚の関わりである。政治家は官僚の人事権、

予算配分権、業務権にまで介入し、政界までつながる特権学閥人事を徹底し、高級官僚のス

ピード出世を保障し、一部では政界入りまで果たすという中央集権構造と官僚機構を確立し

ている。三つ目が官僚と業界との関わりである。高級官僚は徹底した中央集権構造のもと、

巨額の公共事業費をばらまき、業界はその公共事業費に群がり、受注に関連し便宜をはかる

よう仕組み、官僚の天下りの受け皿となるという構造が確立されている。 

1993 年からのゼネコン汚職、1996 年の住専問題、薬害エイズ、1998 年の大蔵省金融汚職、

防衛庁汚職事件など不祥事が続いた。公共事業をめぐる汚職事件も過去に何度も摘発されて

いるが根絶できない根深いものがあるが、大臣在職中に賄賂を受け取ったとして中尾元建設

大臣が逮捕され、公共事業をめぐるヤミ献金と天下りの関係が明らかになった。 

「公共工事の入札及び契約適正化の促進に関する法律」は中尾元建設大臣の受託収賄事件

に触発されて法制化したという背景から、「契約適正化の促進」に従来以上に踏み込んだ側面

をもっており、同法が規定する発注計画や入札契約情報の公開、施工体制（元請・下請関係）

の適正化、談合など不正行為への厳正な対処など、積極面を全面的に事業執行に生かすことが

求められている。特に国等（発注者）の責任と義務を強調しており、法律の遵守、適正化指針

の充実を重視する。 

2007 年 3 月、公正取引委員会は水門設備工事発注において現職職員が関与していたとして

「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」（官製談合防止法）に基づく改善措置要

求を国土交通省に出した。これを受け国交省は入札談合防止対策検討委員会を設置し、コンプ
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ライアンスの徹底、競争性・透明性の向上のための入札方式改善、ペナルティの強化、再就職

の見直しの４点からなる当面の対策を明らかにしている。 

 

第 2節 審議会制度・政策決定システムの問題点 
   国土交通省には、国土交通省設置法第６条第１項で国土審議会、社会資本整備審議会、交通

政策審議会、運輸審議会が設置され、審議会の組織、所掌事務及び委員等は、それぞれの政令

で定められている。 

 交通政策審議会を例にすれば、組織・委員等の任命について、交通政策審議会令第２条で「審

議会は、委員三十人以内で組織する」、同第３条で「委員及び臨時委員は、学識経験のある者

のうちから、国土交通大臣が任命する」となっており、また、同第６条で審議会に９の分科会

を置くことになっている。 

  港湾分科会を例にすると、所掌事務は「国土交通大臣の諮問に応じて、港湾及び航路に関す

る重要事項を調査審議すること」「港湾法、港湾整備促進法、港湾整備緊急措置法及び広域臨

海環境整備センター法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること」となっ

ている。 

  法律の規定により審議会の権限に属させられた事項とは、港湾法を例にすれば、第３条の２

第４項において、「国土交通大臣は、（港湾及び開発保全航路の開発等に関する）基本方針を

定め、又は変更しようとするときは … 交通政策審議会の意見を聴かなければならない」、第

３条の３第５項において、「国土交通大臣は、 … 提出された（重要港湾の港湾管理者が定め、

又は変更した）港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない」とされて

いるなど、重要な権限が審議会（分科会）に与えられている。 

  このように、審議会は国土交通政策の決定にあたって国土交通大臣の諮問を受けたり、関連

する様々な法律から権限を与えられているなど、国土交通行政を進める上でその役割と権限は

大きなものとなっている。 

   それだけに、審議会委員の任命にあたっては、いわゆる政府よりではない関係団体の代表も

含めた民主的選出が不可欠である。しかし、実態は政府側に偏った選出となっているといわざ

るを得ず、これでは国民が求める視点に立った十分な審議が行われるかどうか極めて疑問であ

る。審議会が、単に政府の計画等にお墨付きを与える組織となってはならない。審議会委員の

民主的選出とその方法の確立は焦眉の課題と言える。 

 参考までに交通政策審議会委員の一覧を次に掲載しておく。 
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   表Ⅲ-2-1 【平成１９年３月１３日現在の交通政策審議会委員】 
   浅野 正一郎   国立情報学研究所教授 
   江頭 憲治郎   東京大学大学院法学政治学研究科教授 
   大島 まり   東京大学大学院情報学環教授 
   岡本 真佐子   国士舘大学２１世紀アジア学部教授 
   金本 良嗣   東京大学大学院経済学研究科公共政策大学院教授 
   河内 啓二   東京大学工学系研究科教授 

 

   黒田 勝彦   神戸大学工学部教授 

 

   幸田 真音   作  家 
   佐藤 友美子   サントリー（株）次世代研究所部長 
   佐和 隆光   立命館大学政策科学研究科教授 
   島崎 邦彦   東京大学地震研究所教授 
   白石 真澄   東洋大学経済学部教授 
   杉山 武彦   一橋大学学長 
   杉山 雅洋   早稲田大学大学院商学学術院教授 
   大聖 泰弘   早稲田大学理工学部教授 
   高橋 玲子   （株）タカラトミー 
   富澤 秀機   テレビ大阪（株）代表取締役社長 
   鳥飼 玖美子   立教大学観光学部教授 
   馬田  一   （社）日本鉄鋼連盟会長 
   東  惠子   東海大学短期大学部教授 
   平林  博   外務省査察担当大使 
   舩山 龍二   （社）日本ツーリズム産業団体連合会会長 
   松田 英三   読売新聞社論説委員 
  ◎ 御手洗冨士夫   （社）日本経済団体連合会会長 
   宮下 正美   全日本交通運輸産業労働組合協議会議長 
   廻  洋子   淑徳大学教授 
    森地  茂   政策研究大学院大学教授 
    山内 弘隆   一橋大学大学院商学研究科教授 
    山村 レイコ   エッセイスト、国際ラリースト 

 

    和気 洋子   慶應義塾大学商学部教授 

 

  ※ ◎は会長 

 

 2007年11月国土交通省は「道路の中期計画（素案）」を発表した。この内容の下敷きになっ
ているのは、同年6月に発表された「社会資本整備委員会道路分科会」の建議書である。 
 素案には「国民、有識者、都道府県知事・市町村長の意見を幅広く聞き、8月に骨子案を作
成、その後この骨子案について改めて幅広く意見を聞き、…素案を作成、…本案についてさら

に意見を求め…検討を進める。」とあり、一方的な決定ではないことをアピールしているが、

基本線は変わっておらず、道路特定財源（07年度5.6兆円）の10カ年分を使い切る68兆円を道
路事業に計上する案となっている。その後財務省の査定で59兆円とされたが、「財源先にあり
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き」の計画と批判が強まっている。 
 

表Ⅲ-2-2  【平成１９年４月１日現在の社会資本整備審議会道路分科会委員】 
 

   青山  佾    明治大学公共政策大学院教授 
  家田  仁   東京大学大学院教授 
  井出  多加子   成蹊大学教授 
  上村  多恵子   （社)京都経済同友会常任幹事 
  岡島  成行   (社)日本環境教育フォーラム理事長 
  金本  良嗣   東京大学大学院教授 

 

  黒川  洸   （財）計量計画研究所理事長 

 

 ◎小枝  至   日産自動車㈱取締役共同会長 
  越澤  明   北海道大学大学院教授 
  櫻井  敬子   学習院大学教授 
  白石  真澄   東洋大学助教授 
マリ・クリスティーヌ   異文化コミュニケーター 
  森地  茂   政策研究大学院大学教授 
  臨時委員 
  石田 東生   筑波大学大学院教授 
  太田 和博   専修大学商学部教授 
  小笠原 和俊   大宝運輸（株）代表取締役社長 
  神田 敏子   全国消費者団体連絡会事務局長 
  竹岡 圭   モータージャーナリスト 
  中条 潮   慶應義塾大学教授 
  波頭 亮   経営コンサルタント 
  藤原 敬生   （(社)日本自動車連盟公益事業部長 
  屋井 鉄雄   東京工業大学大学院教授 
   山内 弘隆   一橋大学教授 

 

  ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｸｰ   ㈱野村総合研究所主席研究員 
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第Ⅳ部  国民とともに憲法の求める公共性を実現するために 
 
第 1章 憲法の立場から公共事業のあり方を変える 
 

第 1節 憲法に基づく「公共事業基本法」と国民の評価・参加システムをつくる18

 日本の公共事業費は、その金額においても、国内総生産に占める割合においても、欧米先進

国の追随を許さない高さを長年にわたり維持してきた。その結果、公共事業がもたらす弊害を

これ以上放置できない状況にしてきた。 
  その弊害とは、 
  ① 大規模公共事業が各地で引き起こしている環境破壊など直接的悪影響を大きくした。 
  ② 巨額な公共事業費が財政を危機に陥れ、税財政の負担と配分を通して、国民の福祉・

医療・教育・文化、農業や中小企業の経営など広範な分野に支障をきたすようになった。 
  ③ 公共事業が政官財癒着に見られるような政治腐敗の温床となり、日本の民主主義の発

展をゆがめてしまった。 
  ④ 公共事業依存の地域経済が形成され、公共事業を継続しなければ崩壊するしかない自

立できない地域社会が広がった。 
 今日の公共事業がもたらしている、これらの問題があいまって日本社会の維持可能な発展を

急速に弱めている。この軌道修正のための課題としては、公共事業政策の見直しであり、個々

の公共事業を点検し「やめるべきはやめる」とはっきりさせなければならない。そして日本国

憲法が示す、基本的人権が侵害されず福祉が増進される立場から、住民の同意と参加の民主的

手続きが保障され、よりよい環境を享受する権利が認められる公共事業づくりがなされねばな

らない。この権利の承認を公共事業の要件としなければならない。特に人間社会の維持可能な

発展が地球的規模で重要な課題となっている今日、公共事業の実施に環境保全の枠をはめる必

要性が高くなっている。 
 また、財政赤字の深刻な現状に直面し、国債・地方債残高をこれ以上累積させないことを枠

組みとして、公共事業費を一定の範囲内に収めなければならない。その結果として、公共事業

費の総額が少なくなる中で、国民の基本的人権を守り、維持可能な社会のために必要とされる

公共事業をきめ細かく計画していくことが求められている。特に直面している高齢化対策と次

世代の育成、ルール無き経済活動を規制し、国民生活の安心・安全を支える社会資本づくりが

重視される。 
 日本社会は、すでに人口はピークに達し今後は減少に向かう。生産も消費も右肩上がりの成

長を想定することは現実的ではない。 
 産業基盤の分野では、生産性をより高めるための社会資本の整備が引き続き求められるであ

ろうが、既存の社会資本の効用を高める工夫も必要となる。これからは社会資本の補修と更新

の経費が大きくなる時期になるため、維持補修・更新の経費と新規建設費がバランスした公共

事業費にしていく必要がある。 
                                                  
18 「公共事業をどう変えるか」（保母武彦 著 岩波書店）第４章２から引用 
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 生活基盤の分野では、人口の増加がとまり、既存の社会資本の有効な活用や利用の転換も重

要な課題となる。高齢化が進めば、高速自動車道路の新規建設よりも、基本的生産圏における

歩道の整備や街角で気軽に休めるベンチや、公共施設・商店街などへのアクセスの改善の方が

重要になってくる。さらには施設・建物といった社会資本の整備よりも、福祉・保健・医療や

教育・文化、防災などの制度及びその人的サービスの重要性が高まる。また、生活のゆとりと

豊かさのためには建物だけでなく、身近な緑や水などの自然環境が重要になる。 
 また、住民の安全や安心を支える手段は社会資本だけではない。鳥取県では 2000 年の鳥取
県西部地震後に住宅再建のための個人補償制度を打ち出した。片山知事（当時）は「高齢化し

た農村部の地域社会を維持するには住宅に公的援助が必要」と個人住宅への支援を行った。今

後、このような住民の安心を支えるソフトな制度も必要になってくる。 
 以上のように、公共事業費総額を削減し、少ない財源で国民が求める基本的人権を満たす工

夫が必要となる。そのためには事業の大胆なシェアの組み替えを含む抜本的な見直しを行う必

要がある。少ない財源でも大きな効果を得るため、公共事業のあり方を変える次のような提案

を行う。 
 ① 憲法にもとづく、公共事業にかかわる個別法の大本になる「公共事業基本法」（仮称）を

制定し、基本的人権、福祉、環境、平和などの課題を理念とする社会資本整備の基本原則

をつくる。 
 ② 政府の「骨太 2007」が示す、国土交通省の地方支分部局の権限強化や道州制あるいは財
源移譲を伴わない地方分権化ではなく、3 組合アンケートにおける「国家業務の地方自治体へ
の移譲」という設問に対する回答（「もっと移譲すべきだ」7.1％、「精査して可能なものは移譲
すべきだ」70.1％、「移譲すべきでない」20.7％）にもあるように、地域に密着した公共事業は
関係財源の地方への移譲を前提に、企画立案および実施権限と責任を地方自治体に移行させる。

国においては、全国的な見地から必要とされる事業、都道府県で扱えない広域的な事業だけを

限定的に行うようにする。地方においては、企画立案および政策評価に住民参加の手続きを保

障することによって、住民の意見を反映した公共事業の内容に変えていく。 
③ 公共事業計画について国民・納税者の立場から国や地方自治体の行政内に評価見直しを行

う機関を設ける。評価・見直し機関は計画・実施部門から独立したものとし、機関には専門家、

住民代表、労働者（公務・民間）代表などが参画する。一定規模以上の公共事業については例

外なく政策評価の対象とするが、国民(住民)から政策評価の要望があった公共事業も対象とす
る。評価項目としては 
・ 地域社会の環境保全や安全性、利便性に有効かどうか 
・ 事業に関するトータルコストに無駄がないか、事業採算性はどうか 
・ 地域経済社会に及ぼす雇用や経済波及効果はどうか、  などが挙げられる。 
建設公務労働組合は事業計画から執行に従事する上で、当該労働組合の組合員が憲法の基本

的人権擁護、国民に奉仕する公務員という視点で労働できる環境づくりのために、独自の評価

や見直しの提案等を検討し、評価・見直し機関に積極的に提言する。 
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第 2節 公共事業の執行をめぐる新たなルールの確立を 
 公共事業の執行レベルにおいて、これまで官製談合をはじめとして、さまざまな官と民の癒

着が問題となってきた。しかし、2006 年 1 月からの改正独占禁止法の施行に歩調を合わせた
大手ゼネコンの「脱談合宣言」により、大手ゼネコン間の談合組織は解体に向かい、中堅・中

小ゼネコンを含め、いわゆる「談合」は次第に困難になってきている。 
 「脱談合」に伴い、これまでの官と民の公共事業執行をめぐるさまざまな癒着構造にも一定

の変化が生じて来ざるを得ないものと思われる。 
 このような環境の変化を考慮しつつ、公共事業執行をめぐる新しい官と民のルールを提案す

る。 
１）「脱談合」下における公共事業執行をめぐる公正なルールを 

 これまで公共事業の入札は事実上、ヤミ「談合」を前提として行われていた。発注者である

官側は「談合」を暗黙のうちに了解し、事実上、官側と共同した入札・契約として機能してい

た。地方自治体首長や高級官僚が談合の仕切り役となったり、天の声を出して落札業者を指定

する悪質な官製談合だけでなく、指名競争入札における指名業者を官と民の癒着で決めること、

予定価格を本命業者にそれとなく教えること、など官僚から一般公務員にいたるまで、「談合」

を前提とした官・民癒着に疑問や不正意識を持つことなく当たり前のように実行してきたとこ

ろがある。しかし、今日公共工事受注業者間の「脱談合」への方向が明確になった中で、発注

官庁における行政事務はこれまでの不正な体質を根本から改善し、公共工事発注における官民

癒着から脱却するルールを確立する必要がある。 
① 公共工事の設計と施工の民間への発注は分離を原則とする 
 「脱談合」下の新たな公共工事調達方式として国土交通省は設計・施工一括発注方式を導

入することを決めたが、第Ⅲ部第２章第節５）で述べたように、設計段階に大手ゼネコンな

ど施工業者が公式に参入することになれば施工業者が儲けに対応した設計を行うことにな

り、結果的に高額な公共物をつくることになり、官業癒着を公認するものとなる。 
 そのため、明確に設計（監理）と施工（監理）を分離した発注方式を確保する。 
発注者に設計体制が確保されていない場合には、民間の設計業者（コンサルタント業者）に

発注者の立場から設計委託し、施工者との明確な分離を図る。 
② 設計段階で施工業者の技術力やノウハウを必要とする場合は有償で公正な取引を  
 民間施工業者等が有する最新技術や最新工法などを設計段階で活用する場合は、発注官庁

は公正な取引の上、設計サービスを購入することとする。その際、設計委託された設計業者

が施工業者から新工法等の設計サービスを受ける場合は、設計業者と施工業者との癒着が生

じないよう発注官庁の充分な監視が必要である。また、施工業者の技術提案込みの入札方式

とする場合は新工法がどうしても必要な特殊例外的事業に限定する必要がある。 
 ③ 発注官庁の入札・契約関係の情報は公開を原則とする 
  工事の計画から発注・契約段階の発注官庁の持ちうる情報は可能な限り公開する。 
特に発注者側の恣意が入る項目はその詳細な理由を含め公開する必要がある。 
 具体的には指名競争入札における指名理由、価格以外の要素を含む総合評価型入札におけ

る評価根拠、随意契約におけるその根拠や契約金額の詳細、設計変更契約の詳細内容などが
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ある。さらに住民や関係者などから特別に公開を要求された内容については、可能な限り公

開するものとする。  
２）公共工事の設計・施工監理における対等な関係の確立を 

 公共工事を公務労働者と民間労働者が共同して実施する設計委託現場や工事施工現場にお

いてしばしば官の横暴とか無責任といわれることがある。 
 第Ⅰ部第３章第２節に詳述されている建設関連労働者へのアンケート結果によっても、「打

ち合わせ時の指示の出し方」が一方的という人が 47％、「仕事への熱意」が低いという人が 47％
というように半数近くの設計委託労働者が公務員の対応に批判的となっている。特に官の片務

性といわれる旧憲法下の「お上」に近い対応は、建設公務労働においては発注者という意識と

重なりしばしば民間労働者から批判的にみられることがある。 
 公務員への偏見をなくし、官民労働者の連帯を図る上からも業務における対等な関係を確立

することが重要である。 
① 公共工事を委託・請負する民間業者および労働者は「公共」分野を担うという点では公

務労働者と同様の「公共性」の高い業務に従事しているといえる。官と民、雇用や待遇

などの相違はあるが、公共工事を共同で担う立場から官民労働者が対等に接触する関係

を確立する。 
② 建設公務労働者は公共事業の監理という業務においても、憲法が示す「基本的人権の尊

重」「国民全体の奉仕者」という観点を堅持するとともに、業務の上でいかに具体化さ

せるか日常的に検証する緊張感を持って対応する必要がある。 
③ 職場における公務労働者の削減から、本来公務が行うべき業務を民間業者側に担わせる

ことがあるが、請負側の弱みに付け込む業務の押し付けや請負側の一方的なサービス仕

事のないようにするとともに、一方で民間請負業者側の手抜き業務を見過ごすことなく、

厳格な監理・管理を行い、官民双方が馴れ合うことなく業務の責任を全うすることが必

要である。 
④ 監督業務を担う建設公務労働者は工事の品質や施工監理のみでなく、施工に携わる民間

現場労働者や下請業者にも目を向け、無理な工期の押し付けになっていないか、労働安

全・衛生が適切であるかなど労働法制の遵守、また元請・下請間の契約が建設業法等法

令を遵守し行われているか、などにも率直に元請業者の責任者と協議し、発注官庁側に

問題があれば、勇気を持って解決に努力していく必要がある。 
３）「脱談合」後の新たな入札制度のあり方 

公共工事の入札制度は、政官財癒着・談合事件が発覚するごとに「改革」と称する入札制

度いじりが行われてきた。記憶に新しいところでは 1990年代初頭のゼネコン汚職事件を受け
て、1994年に大型公共工事に初めて一般競争入札制度が導入された。これは「90年ぶりの改
革」と大げさに言われたものだが、その後も談合事件は絶えることがなかった。最近では 2001
年の中尾元建設大臣の受託収賄事件をきっかけに作られた「公共工事の入札契約適正化法」や

「官製談合防止法」などがあるが、その後も鋼鉄製橋梁談合事件や防衛施設庁談合事件、そし

て最近では県知事や国交省官僚が直接関与するいっそう大掛かりな発注官庁ぐるみの「官製談

合」が摘発されている。 
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 このような経過をみると、入札制度改革は政官財癒着・談合への国民の批判をかわす手段

に過ぎなく、真の解決を回避させる役割を果たしているようにみえる。 
 しかし、談合をストップさせる名目で入札制度改革に固執する流れは国・地方自治体でい

っそう強まっている。2006年 12月には全国知事会が「予定価格１千万円以上の公共工事は
すべて一般競争入札とすべき」という指針を発表した。 
談合を排除した上で、本来あるべき入札制度とは公共事業を執行（設計・施工・維持管理

を公共機関が民間企業に委託・請負させる入札・契約）する上で透明性、競争性、客観性を

確保し、国民が納得できる価格で良好な品質の公共施設を設計・整備・管理させるために行

うものである。このような立場から以下に公共事業入札制度のあり方を考える。 
① 癒着型でも競争万能型でもない入札制度 
 談合を排除した上で、あるべき入札制度は透明性、客観性、競争性、公正性を発揮するも

のでなければならない。「公正性」とは特定の力の強い企業がいつも勝ち続けることではな

く、競争に参加する企業には能力に差があることを前提に、能力に応じた競争環境を確保し

た上で自由な競争を行うことである。そのためには入札制度は指名競争入札でもなく一般競

争入札でもない、条件付一般競争入札が求められる。 
② 条件付一般競争入札とは 
 この場合の「条件」とは入札参加企業の規模の大小などできめ細かくランク付けし、発注

工事規模や件数も同様にランク区分をして、ランク別競争のできる条件を整備することであ

る。すなわち、企業を企業規模、技術力、工事実績、経営状態などでランク区分し、ランク

別に登録し、ランク別市場条件を明確にし中小企業分野への大手企業の参入を防止する。さ

らにランク別企業の数に応じて発注工事の規模別ランク分類を行い、ランク内企業が過当競

争に陥らないよう配慮しつつ、ランク内企業の公正な競争を行う。ランク付けの根拠は客観

性と公正性を堅持しその内容を公開する。特に地域に根ざす資本金 1億円未満の中小企業が
圧倒的多数を占める建設業の実態に対応した次のような措置を講ずる。 
・ 公共事業は地域住民の生活の安心と安全の立場からきめ細かい事業づくりを行う 
・ 大型工事は工種ごとに分離発注を行う  
・ 小規模小額工事は地域中小企業に優先発注する 
③ すべての工事に最低制限価格制度（多様な失格基準）の導入を 
現在、一定規模以上の工事には低入札価格調査制度が導入されているが、客観的調査が困難

という理由で十分機能していない状況があり、ダンピング受注競争防止に役立っていない。

本来予定価格が適正という前提に立てばむやみな低落札競争をあおることには問題があり、

一定の入札価格以下は失格とする最低制限価格を明確にすることが重要である。但し、その

価格を予定価格の何割というように単純化するのではなく、多様な失格基準を設ける必要が

ある。 
④ 価格だけの落札方式から構造物の安全・品質確保に必要な法令順守・労働基準要件およ

び地域振興に必要な要件などを加味した落札方式へ 
  条件付一般競争入札を価格プラス安全・品質および地域振興にかかわる要件を加味して

行う。構造物の安全・品質にかかわる項目としては、法令順守、労働安全、公正労働基準、
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環境への配慮などが考えられる。また地域振興に必要な要件としては、地域精通度、地域産

品活用、地域雇用重視、地域貢献（防災支援など）が考えられる。 
４）公契約条例(法)」の制定により公共工事の競争の前提の統一を 

 ILO第 94号条約に基づく公契約条例（法）の制定は、国又は地方公共団体が発注する業務
に従事する労働者に対し、当該地域の相場となっている賃金水準または労働条件を保障しよう

とするものである。 
 公契約条例（法）は「脱談合」後において公共工事の公正な競争を行う上で、前提となるも

のであり、低価格競争防止の新しい手段となるものである。 
 すなわち、公契約条例(法)が制定されるならば、発注者と受注者の契約段階で、施工に携わ
る労働者の賃金・労働条件が、地域や他産業の労働者の水準など一定の標準的水準以下になら

ないように規制される。その結果、入札レベルの競争は施工に携わる労働者の賃金・労働条件

にしわが寄ることを前提としない、一定の水準を条件とした競争が行われることとなる。この

ような公正な競争を確保するため、 
① 日本政府はＩＬＯ94号条約（公契約条約）の批准を直ちに行う。 
② 国は国会に直ちに公契約法の提案を行い、また地方自治体は公契約条例の提案を行い、議

会において採択されるよう関係行政機関は前向きに法（条例）案づくりを行う。 
③ その際、行政機関は条例（法）に直接関係する地域建設業者や建設労働組合との共同した

具体案づくりを行う。 
④ 発注行政機関は、元請業者との契約時に、現場において法（条例）の実施状況を行政機関

と建設労働組合が共同して調査することを明確にする。 
 
第 3節 全体の奉仕者の立場からの財政の活用と効率的使用のしくみを 
 公共施設の整備・運営、維持・管理にあたって、建設公務労働者は、全体の奉仕者としての

立場から、財政を有効に活用するとともに、財政の効率的使用をはかることが求められている。 
 国民、地域住民のニーズに応えた公共事業財政の有効な活用と効率的な使用のためには、以

下の項目を含むいくつかのしくみが必要であろう。 
第１に、国民、地域住民のニーズから外れた不要不急の建設投資が行なわれることがないよ

う公共事業財政の支出を統制するしくみが必要である。第２に、国民、地域住民のニーズに沿

い、緊急性や重要性の高い事業から順次すすめていくしくみが必要である。第３に、予算を適

切に、効率良く執行していくしくみが必要である。 
第１の点からは、財政全体の統制制度を確立する必要がある。その際、何を目的に財政統制

を行なうのか、が明確にされなければならない。まず、何よりも適切な公共性基準により、公

共サービスや公共事業のふるいわけを行ない、市民・住民の権利保障へ向けて財政を選択・集

中することが先決である。また、国債発行により、将来に負担を転嫁して公共事業を展開する

制度、また道路整備などに目的をしぼった財源制度など、公共事業支出の規律を弛緩させる制

度は取りやめる必要がある。さらに、住民・市民の要求に照らして必要かつ緊急な公共施設の

新規建設に際しても、資本コストや減価償却費を含めたフルコストを算出し、既存施設の維

持・補修や買収・改修による用途転換による場合、あるいは施設建設によらないサービス供給
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で行なう場合など代替手法によるフルコストと比較して、十分に合理的である場合に整備をす

すめる原則を確立する必要がある。 
第２の点からは、建設公務労働者が日常業務の中で、国民、地域住民のニーズを良く把握し、

職場での議論を通じて、総合的な立場から各事業の緊急性や重要性についての判断を行ない、

予算化していくことが決定的に重要であろう。また、国民、地域住民からの要望や計画を募集

し、それらの情報を公開し、地域に周知し、住民集会等で議論していくなど、国民、地域住民

のニーズの把握、緊急性や重要性の判断に資する取り組みを旺盛に展開することが建設公務労

働に求められている。 
第３の点からは、予算の編成管理の問題と工事の予定価格の適切な算定が特に大事になる。 
予算の編成管理については、当年度の予算の消化実績が次年度の予算配分に影響したり、落

札金額が低かった等のために残った予算について、地方整備局や工事事務所レベルで工事など

を発注し「消化」19していく等の現行制度について、再検討する必要があろう。 
これらの不合理な予算執行の背景のひとつに予算の単年度編成原則があげられる場合があ

る。年度ごとに予算・決算を議会で審議、決定していくことは、財政民主主義の立場からの、

必要な原則と考えられる。必要なことは、消化実績を次期の予算編成の多寡に反映させず、余

剰資金を国庫に返還する原則を確立することである。 
 
第 2章 国民に信頼される建設公務労働者になる 
 

第 1節 つくられた官僚主義の改革を20

「全体の奉仕者」という憲法（15 条②）の規定は、公務員が、国民主権のもとで、一部の
奉仕者ではなく国民全体の奉仕者であることを宣言したものである。 
 議会制民主主義のもとでは、国会で多数を得た政党（与党）によって内閣が構成され、内閣

が決定した政策は各省庁の公務員の手を通して遂行されることになる。しかし、このことは、

公務員の内閣に対する機械的な服従を強いることを意味するものではない。政府の政策が国民

の意思と乖離したり、憲法や法律に違反する疑いのある政策が決定されることがありうること

は、現実の政治過程をみれば明らかである。この場合、公務員は国民全体の奉仕者の観点に立

って自らの意見を表明したり、異議を唱える機会を保障しなければならず、また憲法擁護義務

（憲法 99 条）の観点からすれば、違憲の内容を伴う政策への服従についてはこれを拒否しな
ければならないことになる。 
 また、憲法 15 条①では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利で

                                                  
19 その年度に予算化された事業予算は、「１００％執行＝使い切る」ことを求められ、進行管理が厳しく行わ
れている。ある工事を積算し発注、入札、契約する場合、特に近年は落札率が低いため予定価格（予算額に近

い）の２割、３割が残り、そのままでは「予算の未執行」となる。翌年度に送ることは許されないため多くの

場合その残額をかき集めて何本かの工事を新たに発注することが求められる。職員はそのために残業を強いら

れ、不要不急の年度末工事をあえて実施することにもつながる。一時景気浮揚策として膨大な補正予算が、現

場の要求とは関係なく（形式上は現場から要望手続きを踏むがこのための資料作成がまた残業を増やす）配分

されてくる。地方への補助金も例外ではなく、予算を返還することは許されない。ヒヤリングでも何人かが無

駄な事業を生む制度として指摘している。 
20 「公務の民間化と公務労働」（西谷敏・晴山一穂・行方久生 編 大月書店）第１章２から一部抜粋・引用 
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ある」と、憲法は公務員の選定罷免権を国民に与えている。 
 しかし、現実の公務労働者は政府の誤った政策と一体になった官僚機構のもとで作られる事

務事業を忠実に実行することを求められる。 
 第Ⅰ部第２章第３節で詳述されている組合員アンケート分析において、公務労働者になった

動機を勤続年数別に見ると、勤続 5年未満の組合員では「世の中のためになる」が最大の動機
になっているが、それ以降勤続年数が長くなるに従い、「収入が安定している」「身分が保証さ

れている」が多数を占めるようになっている。 
 建設公務労働者にとって、日常業務の中でつくられた官僚主義とたたかい、官僚主義を改革

していくことが、憲法を遵守し国民に信頼される公務員に繋がることとなる。 
 そのためには 
① 個々の建設公務労働者が職場において、職務命令により行われている日常業務を「国

民・住民にとってどのような役割を果たすものか」という問題意識を喚起する。 
② 住民や利害関係者からの苦情や反対の声があるときは、公共事業等の円滑な執行を理

由にそれらを敵視することなく、職場の中で自由に意見が述べられるような職場環境

を普段からつくる努力を行う 
③ 組合の職場組織を重視し、憲法の立場から公務労働の役割を学習し、職務命令に対し

て、意見表明できる権利を確保する組合活動を重視する 
④ 「国民に奉仕する公務員」を「国家に奉仕する公務員」に仕立て上げるためのさまざ

まな人事制度の改悪に対して、職場から反対の運動をつくることを労働組合の取組み

の基本とする。 
⑤ 職場から国民・住民と共同し、国民・住民の力とともに官僚主義を克服する方針を堅

持する。 
⑥ このような運動を通じて、今日の国家公務員法を、憲法の規定に対応する法制度に改

め、改革する運動を労働者と国民の共同により作り上げていく。 
⑦ 特に「公務員制度改革」と称して公務員へ民間企業同様の成果主義人事制度の導入を阻

止し、人事行政の公正・中立を擁護するため、人事院の権限を強化することを緊急の

課題として取り組む。 
⑧ 公務員の「全体の奉仕者」性をより明確に実現するためには、職務命令への意見表明権

の復活とともに公務労働者が自ら内部告発ができる権利を獲得する必要がある。（この

間のとどまることのない官製談合の摘発や贈収賄事件などに見られる特権官僚の行政

の私物化や利権に結びつく権力の濫用などに対して、内部からの告発が大きな効果を

発揮している事実がある。このような中で、公務員に内部告発権を付与すべきという、

世論が強まっているこの機会を重視し、公務･民間労働組合および国民との大きな運動

をつくる必要がある。） 
 
第 2節 建設公務の専門性、技術力の回復をめざす 
国民の生活の安心・安全や社会基盤整備のための公共事業が本来の役割りを発揮するために

は、建設公務にそのための専門知識や技術力がなければならない。第Ⅰ部で指摘されている当
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局の実態無視の定員削減や業務の外部化の推進による「技術を買う」政策がその力を奪い「設

計（積算）ミス」や「ムダな公共事業」を産んできた。 
一方で、建設業界で多発している「施工ミス」やコンサルタントの「技術力低下」も指摘さ

れている。今ほど発注者が国民に良質の建設生産物である公共財を提供する責任を問われてい

るときはない。 
１）技術力回復のために 

① 技術力育成の根底に「現場体験」を 
 土木学会会長提言特別委員会は「良質な社会資本整備と土木技術者に関する提言（中間報

告）」（06年 5月）、「提言Ⅱ‐2 現場を重視した組織運営と人材育成」の中で「…社会資本の
整備はものづくりであり、土木技術者の原点は現場にある。…しかし、技術者がこれらの業務

（国民・住民との合意形成、その他調整事務）で多忙を極めるため、現場における計画策定や

施工管理に従事し必要な判断を行うという基本的な業務に必要な時間が割けないケース、ある

いは技術の伝承が十分出来ない場合が多くなってきている。」と述べている。 
国交省管理職ユニオンは、「…「現場の実務」はほぼこうした委託技術者の資料、データな

どを活用して設計変更、積算などに対応し、現場に行かなくてもそれなりの格好がつく仕掛け

になり、いわゆる現場の技術から遠ざかる一方となった。一方では積算は入省したばかりの職

員がパソコンで数字を入力し、予定価格が産出される。中には設計段階から完成まで現場に行

くことなく完成した構造物を見たことがない。その現場がどこにあるのかさえよく知らない例

さえある」（「技術官庁の終焉につながる「施工プロセスを通じた検査体制」システムの問題点

を斬る」）と建設公務職場の現状の問題点を指摘している。 
「現場体験」は五感と専門知識の融合を促し（工事現場の周辺環境や気象状況、地盤や地下

水の状況、仮設構造物の状況、稼動している機械や職人の動き、材料の形状や質感、搬入状況

や保管状況といったことを一過性ではなく変化、流れとして感じ取る。図面や写真からではな

く現地で視覚、聴覚、嗅覚、触覚で感じ取ることができ記憶されていく。）、先輩が同行してい

れば一言のアドバイスが見えなかったことを気付かせてくれる。設計の妥当性や問題点を直接

比較検証できマニュアルや基準の意味もより理解でき、ものが出来ていく過程を肌で知ること

で次の設計へのフィードバックや、説得力ある設計へと繋げられる。直接の現場体験はコンサ

ルタントとの協議や住民への説明においても自信をもった対応を可能にしていく。 
担当職員が、現場に行ける条件をどれだけ組織的に保証することができるかが技術力を向上

させる鍵となるのではないか。 
②「設計の再内部化、準内部化」の取り組み 
従来からも、外部化は「弘済会」「建設協会」への随意契約の形で実質コンサルタント会社

委託が進められてきた。業務の量的拡大と新たな質・内容の業務が増え続けるもとでの定員削

減が、委託を受け入れざるを得ない素地をつくり、職場では目前の業務を消化するための「必

要悪」とされてきた。さらに一律の定員削減と団塊世代の大量退職を迎え、この傾向がごく「自

然な流れ」となって外部化の連鎖ができていく恐れがある。 
全建労は 1982 年に「問われる公共事業」ですでにこうした状況を予測し、対案を提起して
いた。「チェックシステムが欲しいという係員の要求は切実である。ここに経験豊富な退職者
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が嘱託という制度のもとに建設省の職場のなかで仕事をしてくれたら、退職者本人も係員もず

いぶん助かるはずである。そしてなによりも、業界とのゆ着の構造が組織的に絶ち切れる。」 
天下り問題解決策の提言であるが、蓄積されてきた内部能力の活用の提案でもあり、今日の

段階では、「再任用制度」の活用として十分検討に値する提案である。設計のチェック業務以

外にも若手職員の育成を兼ねた監督補助業務なども検討に値する。 
独立行政法人水資源機構では、国交省と同様に設計業務はこれまでコンサルタント会社への

委託を拡大してきたが、近年は「設計の内部化」に取り組んでいる。（p27 参照）測量や地質
調査、設計図面作成や構造計算、材料の数量拾いなどは従来同様委託をしているが、事業計画

や設計の考察の記述など総合的部分は機構職員が自ら行うようにしている。また自らが他の団

体発注工事の施工監理業務を受注する組織としての変身を遂げつつある。そのため、職員が一

級土木施工監理技師の資格を取るものが増えてきている。独立行政法人としての生き残り戦略

の一環ではあるが、これまで外部委託化してきた流れを変える事例として捉えることができる。 
国交省旧運輸省港湾建設局は港湾工事の基本設計をかつて直営で行ってきた。０３年に「日

経コンストラクション」誌が行った建設会社や設計コンサルタント側からの発注者に対する評

価で国交省（旧運輸省）は設計、施工とも高い結果がでている。現場によって大きく異なる波

や潮流の条件などマニュアル化できない部分を直接判断する力が蓄積されているからではと

評されていた。その港湾建設局でも機構改革で技術力の担い手だった「調査設計事務所」が廃

止され、出先では職員が工事現場に行けない状況が年々増えてきている。港湾局長は全港建と

の交渉（07 年 7 月）の席で『設計・積算・施工管理など、丸投げでは組織の存在価値がなく
なる。地方整備局を越えて技術力を集中していく必要』と発言し、まずは「設計」部門の復活

の方向を明らかにした。 
また、ごく一部ではあるが自治体においても設計や測量の直営化による若手技術職員の技術

力回復を試みる例が出ている。（宮城県土木部、東京都水道局） 
外部委託化が「効率性」や人件費削減＝コスト縮減を掲げる「行革」の有効手段として宣伝

されているが、必ず直接経費（人件費相当）に受託会社の経費分（間接経費や利潤）が上乗せ

されるため決して安くはならない。国公労連が試算した事例では、一般公務員の平均年収は 625
万円（税込み、2004年 4月時点）だが、工事監督委託での一人あたり費用は 1400万円にもな
る。にも関わらず委託化が進められているのは、定員の削減による見かけ上の「人件費削減」

の実績づくりが狙いだと主張している。 
外部化に依存せず、退職者も含めた職員の蓄積された能力や潜在的な能力を引き出すために、

若手職員の直営設計や現場監督の直接体験の場21を技術力育成のシステムとして位置づけてつ

くることを提案する。 
２）基礎的調査研究体制の確保を 
 国交省には 80数年に及ぶ長い研究の歴史と実績を持つ土木研究所と 120年もの歴史を持つ

                                                  
21 「問われる公共事業」p137-138 
研修も必要だが、建設省の技術屋自身が調査し、測量、設計し、積算し、工事監督をする。このためには、地

方建設局ごとに直営工事を起こし、各工事事務所から職員を派遣させ、実際に施工するなど、技術の実務教育

の場を設けることを主張している。 
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国土地理院（前身は旧内務省、旧陸軍省の機関）がある。2001 年の省庁再編に際して土木研
究所は建築研究所、港湾技術研究所が独立行政法人化されると同時に再編成され、国土技術政

策総合研究所が設立された。2006 年には独立行政法人北海道開発土木研究所と統合され新た
な非公務員型の独法に移行した。ホームページ上の土木研究所理事長挨拶では、独法移行後の

学位取得者の増、一人当たりの学会等への発表論文数の増加が研究所の質の向上の証として述

べられている。 
しかし、現実にはその現場の体制や予算が構造改革の名の下に脅かされている。土木研究所

ではプロパー職員の新規採用がない事態が続いたまま、任期付き交流・特別研究員の増加やア

ルバイト、派遣職員の増加が将来の研究体制への不安を産み職場の一体感も薄れてきたり、こ

うした変化に反発し大学や財団法人への人材が流出するなどの問題も起きている。（全建労） 
ふだん国民には見えにくいが、国民の安全性への信頼を担保する地震や火山災害、地盤、風

水害、気象、森林、河川、海洋など国土や環境全般に関する基礎的な研究や観測調査、データ

の蓄積、日本の国土条件に見合うトンネル・橋梁等の構造物に関する技術開発や調査など長期

的な視点での研究の重要性は国民の多くが認めるところであろう。 
その重要性に見合った人的・組織的体制や予算などの条件確保が真に行われるのかは「構造

改革＝民営化・コスト削減路線」との闘いにかかっている。 
３）技術的知見に裏付けられた企画・調整力を国民のために 
国民の公共事業を見る目が一段と厳しくなる中で、調達制度の透明化や社会への説明責任、

各方面への調整事務が新たな業務としてどんどん上乗せされ、職員は目の前の業務の消化に忙

殺されてきた。担当する事業が本当に国民の要望している事業なのかという根本を問い直すこ

とはなくなっているか、あるいはその判断は行政ではなく選出されている議員の役割と機能分

担論で割り切っている場合もある。（ヒヤリング結果など）しかし、行政内部においてもある

公共事業プロジェクトの真の必要性や緊急性の有無や長期計画の妥当性が国民生活の安全や

向上、環境権という視点から議論されなければならないが、その際に技術者としてのハード面

での専門性とそれに裏付けられた知見（その事業地域の立地条件、自然環境と事業手法や工法

の適・不適、維持管理コスト等）が必要である。 
国民は政治家や議会の判断に盲目的に追従するのではなく、独自に資料公開を求め見解を持

ち社会的な運動する権利を持っている。公共事業をめぐる全国で起きている市民運動に対して

行政は、憲法の基本的人権を守る立場で国民に対し真摯に対応しなければならない。決定され

進行している事業であろうと集団的な検討や検証に耐える客観的・科学的資料の提供などに誠

実に応えてこそ行政への信頼は生まれてくる。 
国交省がホームページなどで積極的に宣伝している「未知普請」や PI 制度における「市民
参加」が真に参加の機能を発揮しているのか、内部からの検証も必要である。現場の職員は、

「開かれた行政」を演じさせられ住民の声を聞く場を設定しているが、現状では事業の中止や

変更は許されずに結果的には住民を「ダマす」立場に立たされ疲労困憊している実態がある。 
職員の専門知識に裏打ちされた知見を真に活かすためには、実務の現場にいて日常的に痛感

している非民主的な事業計画決定や予算審議・決定のあり方、無駄な「予算消化主義」の矛盾、

一方的な業務執行の管理体制など根本からの見直しと新たな制度設計が必要である。  
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第 3節 人員削減・総人件費削減、新人事評価制度をどのように考えるか 
2006 年 6 月 2 日施行された「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律」では、2015 年以降の国家公務員の人件費総額が、2005 年のＧＤＰに対する人件費総額

の比率の 2分の１以下とすることを長期的目安として定めた。そのために、国家公務員の 2010

年度末の総数を 2005 年度末の総数の５％純減する。また 2006 年度から国家公務員の給与制度

を職務と責任に応じた体系への移行や民間賃金との比較検討などを行うことを定めた。何の根

拠もなく 5 年間で５％の人員削減をわざわざ法律で決めるという暴挙を取り繕うように、6 月

30 日には「国の行政機関の定員の純減について」および「国家公務員の配置転換、採用抑制に

関する全体計画」（以下「全体計画」と呼ぶ）が閣議決定されている。「重点事項別取組み」の

中で挙げられている建設公務関係の純減目標を見ると、①北海道開発関係 定員 6283 人に対

し 1003 人を純減、②国土地理院関係 定員 797 人に対し 70 人を純減 ③気象庁関係 定員

5958 人に対し 192 人を純減 となっている。国家公務員全体では 18,805 人以上の純減目標が

掲げられている。 

 これら人員削減の方法として掲げられているのが、①地方支分部局の業務の見直し、定員合

理化、②業務の外部委託、③非公務員型独立行政法人への移行、④道州制を見越した広域行政、

などである。 

 では、公務員の削減はどのように行おうとするのか。「全体計画」では①配置転換、②新規

採用の抑制、③国の行政機関以外への協力要請、の三つの方針が掲げられている。 

 特に、第３の国の行政機関以外への協力要請として、地方公共団体、民間企業等への移籍が

掲げられている。これら方針を具体化するために、2007 年 7 月に「国家公務員法等改正法」を

成立させた。この法律は官製談合防止という国民要求に応えるように見せ掛け、公務員の再就

職斡旋を規制しつつ新たに内閣府に官民交流センターを設置するというものである。官民交流

センターは、「公務員の離職に際しての離職後の就職の援助および官民の人材交流の円滑な実

施の支援を行う」ものとなっている。天下りや再就職者をいったんセンターに受け入れること

により、従来の所属省庁からの直接的な民間企業への天下り批判をかわすと共に、民間からの

天上がりの受け皿にもなるものである。同時にセンターの役割として注目する必要があるのは、

削減対象公務員をいったんセンターに受け入れ、地方自治体や民間企業に「移籍」させる機能

をも有していることである。センターという受け皿を設置することにより天下りや再就職とい

う従来の規定をなくし、国民の目をごまかしつつ、いっそう自由な天下りや天上がりを実行さ

せ、同時に国家公務員の実質的解雇を実行する場となる。 

 また一方で「国家公務員法等改正法」は国家公務員の人事管理制度についていっそう民間に

準拠した能力・実績主義を徹底させる制度を持ち込ませるものとなっている。 
 当該法案の国会への提出に当たって閣議決定した「公務員制度改革について」には、改革の

目的として、「『美しい国』を創る担い手として、国民から信頼され、かつ『世界に誇れる公務

員』を我が国に創っていくことを目指すもの」と、およそ現憲法の公務員像に似つかない公務

員をつくるための人事管理制度であることが明示されている。 
 「改正法」では、第１に「能力本位の任用制度の確立」として 
① 昇任、転任は人事評価及び能力実証によるものとする 
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② 職制上の標準的な官職とそれに必要な標準職務遂行能力を明確にし、その適性を判断基

準に昇任・転任を行う 
第２に「新たな人事評価制度の構築」として、 
① 任用や給与等の人事評価は、その職務を遂行するにあたり発揮した能力および業績によ

る勤務成績の評価、と定義する。 
② 所轄庁の長は定期的に人事評価を実施する 
③ 人事評価の基準及び方法等に関する事項は、人事院の意見を聞いて政令で定める 

 
以上のように「官から民へ」という「構造改革」路線は単に公務員の削減ということに留ま

らず、残された公務員の人事評価を国家が求める業務を忠実に遂行する能力と実績に基づいて

行う制度へと大きく変質させるものである。それは「美しい国」と称する国家に奉仕する官吏

づくりへの道に逆戻りさせるものであり、また財界が求めるグローバル社会に適応する公務員

づくりへの道である。 
 
 このような国家公務員制度「改革」の中で、建設公務労働者の人員削減、新人事評価制度等

の導入についてどのように考え運動すべきか、以下のような提起を行う。 
１）公共事業関係公務員の削減について 

建設公務労働者の業務の中心は公共事業の計画・予算作成から設計・積算・発注・施工監理・

検査および維持管理等である。そのため、建設公務労働者の業務量は各年度の公共投資量に応

じて変動が生じる。今日、国発注の公共投資額はピーク時の 1999 年度が 5.3 兆円であるのに

対し、2005 年度では 4.0 兆円とピーク時の 75％にまで落ち込んでいる。約 4 分の１減少であ

る。この比率を比例的に人員に当てはめると、人員を 1999 年度に比較し 4 分の１削減しても

よいことになる。 

 しかし、公共投資額をピーク時の 1999 年度より以前に戻って、1990 年度でみると 2.6 兆円

とピーク時の 49％に過ぎない。つまり 1990 年度を基点とすると 10 年間で国発注の公共投資額

は 2倍に増加し、その後 6年間で 75％まで減少した。この間、公共事業関係公務員定数は 1990

年度以降も一貫して減少し続けている22。従って、もともと公共投資量と公務員数は比例的に

増減しているわけではないので、公共投資が減少したからといって公務員も削減すべきという

論理は当てはまらない。さらに公共事業の中味によっても人員の質量に変化があり、単純に公

共投資額の増減で人員数を決めることはできない。 
 とはいっても、公共投資額が大幅に減少しても尚且つ人員増加を要求することには国民感情

からみて理解を得がたい面がある。特に財政危機下において、公共事業の全体的削減と事業の

ムダが国民の関心事になっているなかで、労働組合が人員増を要求する場合は過大な業務量の

資料や人員削減がどのように行われてきたかなどの具体的な資料を公開し、国民に理解を得ら

れるようアピールする必要がある。 
そして、国民への奉仕者という視点から必要な業務には適性に公務員を配置するとともに、

                                                  
22 旧建設省定員数 1990年 24,985人、1995年 24,017人、2000年 23,294人、2004年 22,667人と一貫し
て減少している。 
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そうではない部門では思い切った人員の削減など、公共性の視点からメリハリのある人事配置

を提案していくことが必要である。尚、その際には、国民要求を多角的に把握し、関係公務労

働者間の民主的討論を踏まえて提案することが重要である。 
２）公共工事の設計・施工に関係する現業部門の増員を強化する 

政府の定員の純減方針では、純減対象部署として「現場技術業務」「維持管理業務」「事務所･

事業所の統廃合」など主に現業部門の「合理化」による純減を目指している。しかし、公共事

業の設計や施工を民間企業に委託・請負させればさせるほど、その監理・監督の質・量の強化

を図らなければ、民間企業の言いなりになり、事業の公共性を守ることができない。税金を使

った公共構造物の国民・住民にとっての安全性、経済性、利便性を確保することが公務の重要

な役割である。また公務労働者が現場を熟知しその専門性を高めることが、他のさまざまな管

理業務を遂行する上での基本となるものである。従って現業部門の民間企業任せから脱却する

ためにも、現業部門の増員というメリハリある人事政策を行う必要がある。 
３）安易な民間委託によるつじつま合わせの純減は行わない 

すでに公務職場における設計や施工監理の民間委託さらには管理業務の委託化が急速に進

んでいるにもかかわらず、政府の定員純減方針では基礎的調査業務の民間委託化、公共測量の

指導・調整業務の外部委託化やＰＦＩ事業の促進など更なる行政業務の民間化による純減方針

を掲げている。 

 このような定員の純減先にありきの方針は本末転倒といわねばならない。本来財政支出のム

ダをなくすということが目的であるならば、定員の純減による人件費削減と委託や請負による

経費の増加を試算したうえで方針を作る必要がある。 

 日本国家公務員労働組合連合会（略称：国公労連）の調査によれば公務員の人件費単価より

もはるかに高い委託料金が支払われていることが明らかになっている23。 

４）国家公務員の人事制度に能力主義や成績主義はなじまない 

「国家公務員法等改正法」（2007 年 7 月施行）では国家公務員の人事評価を民間企業と同様

に能力と実績に応じた評価を行い、昇任や給与査定に活用すると定めている。 

  現憲法に照らして見た場合、公務員の能力の発揮度は国民全体に対する奉仕者としてどのよ

うな役割を果たし、業務として実践したのかによって判断されるべきものである。しかし、こ

の能力は一概に定量的に量られるものではない。もちろん一定の業務の個々の評価を否定する

ものではないが、民間企業で行われている能力主義や成果主義によって公務員を査定し、差別

化する手法は公務員には本来なじむものではない。今回の法改正は国家の要請に忠実に励む公

務員を選別・育成することを第１の目的としたもので、憲法に真っ向から対立するものといえ

る。 
５）公務員の賃金決定は憲法に定められた労働基本権のもとで労使交渉において決定する必要

がある 

 賃金査定についても「改正法」は能力主義、成績主義に基づくと定めている。これは今日の

                                                  
23 一般の国家公務員の平均年収は約 625万円（税金込み、2004年 4月時点）。公共事業の現場では工事の監
督や発注業務を民間企業などに委託しているが、その費用は一人当たり約 1400万円と委託費の方が 2倍以上
高くなっている。 
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人事院勧告制度をも放棄し、所轄庁を通じて一方的に賃金決定に繋がるものである。本来、憲

法は公務労働者を含めすべての労働者に労働基本権を付与することとしている。その点では公

務労働組合の団体交渉権、争議権を全面的に認め、労使対等の交渉において労働協約として定

めていく必要がある。 
 ０７年１０月、政府の行政改革推進本部専門調査部会（座長：佐々木毅）が、非現業公務員

に労働協約締結権を付与することを明記した報告書をまとめた。争議権付与を見送るなど問題

点を抱えているが、公務の民間化の進行と共に、全体の奉仕者としての公務員の特殊性を理由

とした労働基本権の剥奪に矛盾が生じ、軌道修正を試みるものである。遅きに失したとはいえ

憲法上当然のことであり労働基本権回復のたたかいに前進を切り開く一歩となるものである。

しかし、このことによって公務の民間化に拍車をかける口実にすることは断じて許してはなら

ない。またこのことによってこれまでの既得権を剥奪することや労働組合の分断を招く行政側

の策謀を許してはならない。 
６）特権的人事制度を基盤とするキャリア制度は廃止を 

 国家公務員を任用時の国家試験を通じ、特定の昇任コースに乗せ、業務の能力や成績にかか

わらず一般公務員と差別するキャリア制度は「改正法」に基づく新人事制度とも矛盾する制度

である。公務の民間化とともに進める公務員の純減方針が特権的キャリア公務員の削減に手を

つけないことは国民感情からも大きく逸脱するものである。国家権力と一体となった特権的官

僚制の温床であるキャリア制度は憲法が求める国民に奉仕する公務員という立場からかけ離

れており、廃止する必要がある。 
 今日、政府・行革大臣は能力・成績主義人事制度の導入と引き換えにキャリア制度の廃止を

主張し始めた。これは公務員を任用の入口で差別する従来の人事制度の破綻を示すものである

が、キャリア制度の廃止に代わって公務員を国家に奉仕させるという立場から能力と成績評価

を行い、新たな国家権力に都合のよい差別人事管理を行うことは憲法の立場をいっそう蹂躙す

ることにつながると言わねばならない。  
  
第 3章 建設公務労働運動の課題を国民とともに取り組む（略） 
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おわりに   憲法の立場を運動の基本にすえる 
 
研究会をスタートしてから我々は、小泉、安倍、福田と３つの政権の下で、新自由主義的構

造改革＝「小さな政府」政策を体験してきた。 
この半年間にも防衛省官僚の不正・腐敗、厚生労働省・社会保険庁のずさんな年金業務や薬

害患者への対応など新たな行政の不祥事が明らかとなり、また、改正建築基準法施行に伴う審

査機関や行政の画一的な窓口対応が建築確認事務を停滞させ建築関係業界の死活問題を生み

出している。 

「国民の安全を守り国民生活の安心」を付託されている行政がいかにねじ曲げられているか

白日の下に晒され、国民の間で行政のあり方が鋭く問われている。 
一方、行政の規制緩和・民間開放や行政本来の役割を放棄する「小さな政府」路線の下で食

品の不正表示問題、コムスン問題、管理委託下でのプール事故、偽装請負の横行、耐震強度偽

装事件、トヨタ、パロマの企業犯罪など国民の安全・安心が破壊されてきた。 
参議院選挙結果は、「所得、雇用」や「都市と地方」の格差問題をもたらした「小泉・安倍

構造改革」への国民の批判の現われである。 
今、新自由主義的「構造改革」の諸政策が問われてきている。「官から民へ」という路線に

対しても、食品の安全や耐震強度偽装事件などを通じて、「民間任せの規制緩和」の危険性に

国民は気がつき始めている。しかし、国民意識の変化は、一方で行政の不祥事が明らかになる

毎に打ち消されることにもなり、その変化はいまだ暗中模索、試行錯誤の状態にあるといって

よい。 
 本「研究会」では、新自由主義的「市場原理主義」路線を明確に批判しつつ、従来型の官僚

行政（組織）および公務（労働）についても批判的に問題点を明らかにしてきた。 
 そして、第三の道として日本国憲法が本来指し示している大道に実践的に立ち返る立場、す

なわち国民の基本的人権を守り、発展させる立場から行政(組織)、公務(労働)のあり方、そして
建設公務（労働）のあり方を労働組合運動の方向性を含めて具体的に明らかにした。 
 その手法は建設公務労働者および公務関連に携わる民間労働者への広範なアンケート調査

および聞き取り調査を行い、公務職場の実態と公務・民間労働者の意識状態を分析・検討する

作業を通じて明らかにしてきた。 
「研究会」報告書は、建設公務労働や労働組合の現状についても率直な批判と課題を指摘さ

せていただいた。当該労働者や労働組合にとって心外とご批判されるところもあるかと思われ

るが、国民・住民から真に喜ばれる建設行政や公務労働の未来ある発展を築くための指摘と理

解しご容赦願いたい。同時に本「報告書」を通じて、多くの建設公務に携わる人たちの参加に

よる、いっそうの討論と政策及び運動の実践を重ねつつ、その内容をより豊かなものへと発展

させていきたいと願うものである。 
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